
「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　「高齢者保健福祉施策」に対する事業評価

１　生きがいのある充実した生活の支援
　（１）高齢者の就労・社会参加支援
　①高齢者の就労支援

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

1

シルバー人材セン
ターへの支援の推
進

高齢者の方の就業の場を提供するシル
バー人材センターに対し継続的に補助金
の交付を行うほか、加入者の方の促進や
就業率の向上をめざし、事業内容の広報
支援を行います。
<目標>
就業率　９０％以上

介護福祉
課

シルバー人材センターに対し、補助金を
交付することで、働く意欲を持った健康
な高齢者について、能力や知識・経験を
いかした就労の場を確保する。事業の拡
充を支援・啓発し、活動拠点の整備を
図っていく。
平成30年度補助金決定額　39,907,000円

シルバー人材センターに対し、補助金を
交付。働く意欲を持った健康な高齢者に
ついて、能力や知識・経験を活かした就
労の場を確保し、新規事業の実施、事業
拡大に繋がった。
平成30年度補助金確定額　39,907,000円

Ｂ

労働者派遣事業の実施、入会事務の改
善、依頼の多い建物清掃業務の受注体制
の充実等、改善・拡充等、シルバーの自
助努力の結果、就業率は、昨年度の水準
は維持し、87％となったが、目標値には
及ばなかったため。

シルバー人材センターに対し、補助金を
交付することで、働く意欲を持った健康
な高齢者について、能力や知識・経験を
いかした就労の場を確保する。事業の拡
充を支援・啓発し、活動拠点の整備を
図っていく。
令和元年度補助金決定額　39,349,000円

2

「こがねい仕事
ネット」における
就労支援の充実

市が運営する就労支援サイト「こがねい
仕事ネット」において、高齢者の方も含
めた就労等に関する情報提供やセミナー
等の情報提供を積極的に行い、高齢者の
方の就労支援を行います。

経済課 就労支援サイト「こがねい仕事ネット」
に、高齢者向けの就労支援セミナーや就
職面接会等、就労等に関する情報を掲載
する。

高齢者向け就労支援セミナー掲載件数：
33件
高齢者向け面接会掲載件数：4件

Ａ

就労支援サイト「こがねい仕事ネット」
に各種セミナー、イベントの情報を掲載
し、継続して高齢者向けの就労支援情報
を周知することができた。

就労支援サイト「こがねい仕事ネット」
に、高齢者向けの就労支援セミナーや就
職面接会等、就労等に関する情報を掲載
する。

※ 「事業評価」の評価基準

平成３０年度

　　　Ａ…　ほぼ事業内容を達成した。

　　　Ｂ…　改善、検討を要する点はあるが、事業内容をある程度達成した。

　　　Ｃ…　事業内容を達成したとは言えず、現状について大きな課題がある。

　　　Ｄ…　未実施

担当課事業の内容
事業名称

(☆新規項目)
番
号

1



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②生涯学習・生涯スポーツの推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

3

市内大学等との連
携による活動支援
の検討

東京学芸大学・東京農工大学等の連携校
とともに高齢者の方のニーズに対応した
講座・セミナー、プロジェクトを企画・
実施します。

介護福祉
課

みなみ地域包括支援センターを中心に、
包括的連携協力に関する協定を締結して
いる総合学院テクノスカレッジで、学生
の協力の下、英会話、朗読、メーク、ネ
イルなどとともに、さくら体操を行う講
座を実施する。

総合学院テクノスカレッジの学生の協力
を得て、高齢者向けの各種講座を実施。
「お元気サミット」の講演の一部にも学
生に登壇してもらった。東京学芸大学で
は構内を活用したウオーキングを実施
し、高齢者の活動支援につなげることが
できた。

Ｂ

事業内容は達成できているが、高齢者の
ニーズについては把握方法等に改善の余
地があると判断したため。

昨年度の取り組みを継続するとともに、
高齢者のニーズを把握しながら内容の調
整を図る。

4

健康・スポーツ活
動の支援の充実
※他計画再掲

シニアスポーツフェスティバル等、高齢
者の方の健康の維持・増進を図るととも
に体力づくりを通して明るく充実した日
常生活が送れるように努めます。

生涯学習
課

大会期間は、平成30年5月12日～平成30年
7月4日とし、大会数（開会式・新舞踊ア
トラクション含む）は例年と同様の16大
会を実施する。

大会期間：平成30年5月12日～7月4日
大会数：16大会（開会式・新舞踊アトラ
クション含む）
参加者数：906人（開会式・新舞踊アトラ
クション含む） Ｂ

各大会ともに盛り上がり、中・高齢者の
健康の維持・増進を図るとともに、体力
づくりを通して明るく充実した日常生活
を目指すという事業目的は達成すること
ができたが、参加者数については前年度
の961人から減少しており、課題となって
いることから、Ｂ評価とした。

大会期間は、令和元年5月11日～令和元年
7月3日とし、大会数（開会式・新舞踊ア
トラクション含む）は例年と同様の16大
会を予定している。

5

文化学習事業の充
実

各公民館において高齢者学級や各種講座
を実施するとともに、自主グループの支
援を行います。

公民館 シルバー大学
高齢者学級（生きがい広場、けやき学
級、くりのみ学級、みどり・朴の樹学
級、はなみずき学級）
介護サポーター講座
認知症カフェ

高齢者学級（生きがい広場：17回延べ547
人、けやき学級：22回延べ693人、くりの
み学級：18回延べ532人、みどり・朴の樹
学級：15回延べ497人、はなみずき学級：
15回490人）
介護サポーター講座：4回延べ51人
認知症カフェ：24回延べ630人

Ｂ

講座数前年度比＝100％
実施回数前年度比＝97.5％
延べ参加者前年度比＝98.6％

前年度実績と同規模で実績できた。
※シルバー大学は、平成29年度以降は高
齢者（60歳以上）以外も対象とした。令
和元年度以降名称を市民アカデミーに変
更した。今般評価対象から削除した。

高齢者学級（生きがい広場、けやき学
級、くりのみ学級、みどり・朴の樹学
級、はなみずき学級）
介護サポーター講座
認知症カフェ

平成３０年度

担当課事業の内容
事業名称

(☆新規項目)
番
号
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③交流の場の確保と推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

6

敬老行事等の継続 高齢者の方の長寿をお祝いするととも
に、楽しいひと時を過ごせるよう、高齢
者の方（シルバー人材センター）自らの
企画による敬老会等を引き続き実施しま
す。

介護福祉
課

高齢者の長寿をお祝いするとともに、楽
しいひと時を過ごしていただくため、高
齢者（シルバー人材センター）自らの企
画による敬老会を実施。88 、99、100、
100 歳以上の方には、高齢者記念品の贈
呈を行う。また、長寿をお祝いし、77 歳
の方には、従来、市内小学生による手作
りのお祝いカードを送付していたが、30
年度は、お元気な高齢者が描かれた貼り
絵をお祝いカードに掲載し、高齢福祉の
チラシを同封し送付する。

敬老会：敬老の日（9/17）に実施。演歌
歌手による演芸や、健康体操等を開催し
好評を博し、長寿のお祝いに相応しい会
となった。来場者は1,293人。
記念品：88、99、101歳以上の高齢者には
商品券を贈呈。100歳の高齢者にはカタロ
グギフトを贈呈し、うち4人に対し、市長
による自宅訪問を実施した。77歳の高齢
者には、長年、貼り絵に力を注ぐ高齢者
の作品（パンダの貼り絵）をカードにし
贈呈。

Ａ

長年に渡り、社会に貢献した高齢者の長
寿をお祝いする目的で事業実施してお
り、敬老会及び記念品事業において、感
謝の声が多数届くなど、高齢者に好評を
博したため。

老人福祉法の趣旨に沿い、高齢者の長寿
をお祝いするとともに、楽しいひと時を
過ごしていただくため、高齢者（シル
バー人材センター）自らの企画による敬
老会を実施。また、一定の年齢に達した
方には、高齢者記念品の贈呈を行い、長
寿のお祝いをする。

7

おとしより入浴事
業の継続

高齢者の方の憩いの場を提供することを
目的として浴場組合と協力し、世代を越
えた交流の場となるよう、６５歳以上の
高齢者の方と小学生以下の児童を対象に
無料入浴デーを実施します。また、広報
を充実する等の取り組みを行い、事業の
啓発に努め、利用の促進を図ります。

介護福祉
課

今後においても、菖蒲湯（5月）、薬湯
（8月）、敬老湯（9月）、銭湯祭り（10
月）、柚子湯（12月）、朝湯（1月）、レ
モン湯（2月）を実施する。大勢の市民が
訪れ、高齢者と子ども及び高齢者間の交
流促進の場の提供に努める。

（30年度実績）
菖蒲湯（5月）：153人、薬湯（8月）：
148人、敬老湯（9月）：144人、銭湯祭り
（10月）：137人、柚子湯（12月）：151
人、朝湯（1月）：138人、レモン湯（2
月）：143人の計1,014人。大勢の市民が
訪れ、高齢者と子ども及び高齢者間の交
流促進の場の提供に努めた。

Ａ

多数の市民が訪れ、多世代交流をはかる
ことができたから。

今後においても、菖蒲湯（5月）、薬湯
（8月）、敬老湯（9月）、銭湯祭り（10
月）、柚子湯（12月）、朝湯（1月）、レ
モン湯（2月）を実施する。大勢の市民が
訪れ、高齢者と子ども及び高齢者間の交
流促進の場の提供に努める。

8

高齢者いきいき活
動事業の推進

高齢者いきいき活動推進員が中心とな
り、趣味、体操等、健康増進活動、各種
講座、そのほかの高齢者生きがい活動を
実施します。また、いきいき活動講座に
ついては、促進に向けて、広報等の充実
を図ります。
＜目標＞
高齢者いきいき活動講座参加率　100%

介護福祉
課

高齢者いきいき活動講座に関しては、受
講内容の充実に努め、高齢者の生きがい
の活動の支援に努める。

（30年度実績）
講座（59回）
受講者数（1,840人）
募集人数（1,954人）

参加率94パーセント
Ｂ

受講内容の充実をはかり、高齢者の生き
がいの活動の支援に努めたが、参加率が
目標を下回ったため。

高齢者いきいき活動推進員が中心とな
り、趣味、体操等、健康増進活動、各種
講座、高齢者の生きがい活動を実施しま
す。また、いきいき活動講座について
は、促進に向けて、広報等の充実を図
る。

事業名称
(☆新規項目)

平成３０年度

番
号

担当課事業の内容

3



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

9

老人クラブ（悠友
クラブ）活動支援
と高齢者いこいの
部屋利用の推進

高齢者の方の生活を健全で豊かなものに
し、高齢者の方の福祉の増進に資するこ
とを目的として補助金を交付し、健康づ
くりに係る活動を支援します。また、市
内の老人クラブ（悠友クラブ）や高齢者
グループ等の定期的な地域活動や、健康
増進を目的とする活動のための会場とし
て「高齢者いこいの部屋」の支援も行い
ます。
＜目標＞
高齢者いこいの部屋稼働率　65%以上

介護福祉
課

市内老人クラブ（悠友クラブ）が、今後
とも、社会奉仕活動、健康を進める事
業、生きがいを高める活動、友愛活動等
を実施し、高齢者の健康づくりに貢献で
きるよう、補助金交付を継続していく。
また、高齢者いこいの部屋の稼働率を上
げられるよう備品整理等を行い、室内環
境をよくすることで、申込の増加を図
る。

〈老人クラブ〉
悠友クラブ連合会補助金交付金額：３，
５４０，０００円
悠友クラブ（単位クラブ１３クラブ）補
助金交付金額：４，３６６，９００円
〈いこいの部屋〉
稼働率　５７.３％

Ｂ

〈老人クラブ〉連合会・各単位クラブ
が、補助金を利用し、各活動を行うこと
ができたため。
〈いこいの部屋〉
目標を下回ったため。備品整理等を行っ
てはいるものの、土日の稼働率が上がら
ない。恐らく家族が日中家にいるからと
考えられ、家族と高齢者の交流も当然大
切なものであるため土日の稼動について
どのように考えていくかが課題である。

引き続き、市内老人クラブ（悠友クラ
ブ）が、社会奉仕活動、健康を進める事
業、生きがいを高める活動、友愛活動等
を実施し、高齢者の健康づくりに貢献で
きるよう、補助金交付を継続していく。
また、高齢者いこいの部屋の稼働率を上
げられるよう備品整理等を行い、室内環
境をよくすることで、申込の増加を図
る。

10

高齢者（いきい
き）農園の継続
※他計画再掲

農地所有者の方の協力を得て、６０歳以
上で耕作地を持たない高齢者の方に対
し、高齢者（いきいき）農園事業を継続
しながら、野菜や草花等の栽培・収穫を
通じて高齢者の方の健康促進と仲間づく
りを図ります。

経済課 農地所有者の方の協力のもと、高齢者農
園事業を継続して実施する。
東町二丁目高齢者農園　60区画
中町二丁目高齢者農園　35区画

農地所有者協力のもと、高齢者農園事業
を継続実施。平成31年3月に前利用者の使
用期間満了に伴い、新規利用者の募集を
行った。

東町二丁目高齢者農園　60区画
中町二丁目高齢者農園　35区画

Ａ

高齢者農園の利用希望者は多く、平成30
年度は応募者が区画数を上回ったため抽
選となった。このようなことから高齢者
農園がコミュニティの形成と健康促進の
役割を果たしていると評価できる。
東町二丁目高齢者農園 応募倍率2.18倍
中町二丁目高齢者農園 応募倍率4.03倍

引き続き事業を行っていく。利用者募集
については2年に1度のため、募集は行わ
ない。

11

☆ひとりぐらし高
齢者会食会・交流
会の実施

６５歳以上ひとり暮らし等の高齢者の方
に対し、会食を通じた交流会を実施しま
す。
＜目標＞
実施数　４か所

介護福祉
課

平成３１年度の実施に向けて事業内容を
検討する。

令和２年度の実施に向けて事業者と委託
事業内容を検討した。

Ｄ

令和元年度に実施することはできなかっ
たため。

引き続き、令和２年度の実施に向けて事
業者と委託事業内容を検討していく。

平成３０年度

番
号

事業名称
(☆新規項目)

担当課事業の内容

4



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（２）健康づくり・介護予防の推進
　①健康づくりの推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

12

さくら体操の推進 ６５歳以上の高齢者の方を対象に介護予
防と健康増進を目的としたさくら体操の
自主グループを市内で活性化させるた
め、様々な啓発イベントや体操の会場に
市内のリハビリテーション専門職が巡回
することで周知を図ります。定期的に体
操を行う会場数や参加者数を増やすこと
をめざします。また、市内在学・在勤で
講座修了後、週１回程度活動できる方を
対象に、介護予防の基礎知識を広く習得
し、さくら体操の自主グループで活動す
るボランティア（介護予防リーダー）を
養成する講座を年１回実施します。
＜目標＞
さくら体操の会場数・参加者数　前年度
5%増
介護予防リーダー養成　年１０人以上

介護福祉
課

さくら体操について、広く市民に参加、
関係者に案内してもらえるよう、市報・
ホームページ等に掲載するとともに、わ
かりやすいチラシを作成し、包括支援セ
ンター・リハビリテーション専門職等と
連携して周知を図る。
リハビリテーション専門職については、
引き続き会場を巡回してもらい、周知の
みならず参加者の機能向上のため助言を
求める。
関係機関にもさくら体操についてチラシ
を基に説明し、診療の中で紹介してもら
えるよう協力を求める。
今年度の介護予防ボランティア養成講座
受講者（１４人）がリーダーとして活動
できるよう、受講者と丁寧な関わりを持
ち、各会場につないでいく。

ホームページ等、またリハビリテーショ
ン専門職がイベントに参加し、さくら体
操の実演をするなど周知を実施。またリ
ハビリテーション専門職が会場を巡回し
参加者へ助言、また体力測定会にも参加
し適切な測定及び助言が行われた。
介護予防ボランティア養成講座受講者14
名中12名がリーダーとなり活動してい
る。

Ｂ

会場数は新たに増えた箇所もあったが
リーダーの体調不良や実施していた事業
所内の都合等により減った会場もあり、
47箇所となった。今後もさくら体操を広
く案内し、またリーダーをさらに養成
し、更なる推進を図る。

昨年度に引き続き、介護予防ボランティ
ア養成講座を実施し、リーダーを各会場
に配置する。
　また、既存のリーダーたちに対して
も、研修事業やリハ職の巡回などによ
り、意欲の向上に努めることができる機
会の提供を実施する。
会場の新規立ち上げ等の相談があれば、
包括支援センターの職員を中心にサポー
トし、会場数の増加を図り、既存会場の
充実及び新規会場の開設支援を実施し、
新規参加者数の増加を図る。

13

健康相談・指導の
充実
※他計画再掲

健康保持・増進と疾病予防のために健康
や栄養、歯と口腔に関する相談を実施す
るほか、医科や歯科に関する講演会、健
康づくり推進のための高齢者の方を対象
とした健康教室を開催し、健康相談およ
び指導の充実を図ります。

健康課 市民の健康保持・増進と疾病予防のた
め、月１～２回、市内の会場にて医師に
よる健康相談を実施する他、希望者には
血圧測定・体脂肪測定を実施し、保健師
への相談も実施する。健康相談では１
月・２月・３月に健康診断の結果説明を
実施する。
その他、管理栄養士による栄養個別相
談、歯科医師による歯科健康相談も実施
する。
健康講演会については、小金井市医師
会、小金井歯科医師会から講師を招き、
医科や歯科に関する講演会を前原暫定集
会施設にて医科５回・歯科３回実施す
る。
高齢者向け健康教室は、「いきいき健康
教室」と称し、栄養講義、歯科講義、保
健師講義、運動実技を行い、いつまでも
元気に過ごすことに主眼を置いた教室を
開催する。

成人健康相談を年間19回、歯科健康相談
を年間12回、栄養個別相談を年間12回実
施した。
健康講演会は前原暫定集会施設にて、医
師による講演5回、歯科医師による講演3
回実施した。
いきいき健康教室は上之原会館にて、7月
と10月にそれぞれ1回ずつ実施した。

Ａ

当初の予定通りに実施することができた
ため。

成人健康相談は費用対効果の向上を実現
するため、年間6回に圧縮するが、それ以
外は概ね、平成30年度と同様の事業を実
施する予定。

平成３０年度

番
号

担当課
事業名称

(☆新規項目)
事業の内容

5



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

（特定健康診査）
実施期間：平成３０年６月１日～平成３
０年１２月３１日
特定健康診査対象者：１６，７６１人
特定健康診査受診者：８，７１９人
受診率（速報値）：５２．０％ Ｂ

（特定健康診査）
特定健康診査の受診率は、都及び全国と
比較し高い傾向であるが、国の目標値
（令和５年度６０％）の達成に向け、各
年度掲げている目標値には達していな
い。市民周知への強化等、受診率向上へ
の取り組みは要検討である。

（特定健康診査）
実施期間：令和元年６月１日～令和元年
１２月３１日
特定健康診査受診者に、フォロー健診と
して検査項目を上乗せして実施する。

（後期高齢者医療健康診査）
実施期間：平成３０年９月１４日から平
成３１年１月３１日
受診券発行枚数　：　１２，２８７枚
受診者数　７，５０７人
受診率：　６１．１％（小数点以下第二
位四捨五入）

Ａ

（後期高齢者医療健康診査）
受診率は都内自治体中、高位であること
から、概ね達成したと思われる。

（後期高齢者医療健康診査）
実施期間：令和元年９月１３日から令和
２年１月３１日

健康課 詳細検査項目の実施基準の改正に伴い、
基本検診項目と合わせて、フォロー健診
項目である貧血検査、心電図検査、血清
クレアチニン検査を原則として全員受診
することとしたため、受診者の増加が見
込まれる。受診者としては健康づくり、
健康意識の高まりのきっかけとなり、さ
らなる健康の保持増進が期待できる。

原則として、全員が特定健診、後期高齢
者検診と同時に、フォロー健診項目であ
る貧血検査、心電図検査、生化学検査
（クレアチニン）を受診したほか、受診
者のほぼ全員が、生化学検査（尿酸）、
血液学検査（白血球）、胸部レントゲン
のフォロー健診項目も受診した。

Ａ

詳細検査項目の実施基準の改正があった
ものの、特に問題は見られず、ほぼ全員
が予定通り受診できたため。

平成30年度同様、原則として基本検診項
目と同時に、フォロー健診項目である貧
血検査、心電図検査、血清クレアチニン
検査を全員受診することとし、引き続き
健康の保持増進の推進に期待したい。

15

感染症の予防の推
進

肺炎やインフルエンザの予防や重症化を
防ぎ、高齢者の方の健康を保持するため
予防接種法に基づくワクチン接種を推進
します。

健康課 市報への掲載等のほか、高齢者肺炎球菌
においては案内の個別送付を行うなど情
報の普及啓発に努める。

市報への掲載等のほか、高齢者肺炎球菌
においては案内の個別送付を行うなど情
報の普及啓発に努めた。また、インフル
エンザにおいては、実施期間を昨年同様
に１月末まで実施した。

Ｂ

ある程度達成はできたものの、引き続き
周知の工夫を行い普及啓発に努めていき
たい。

平成30年度同様、市報への掲載等のほ
か、高齢者肺炎球菌においては案内の個
別送付を行うなど情報の普及啓発に努め
る。

16

高齢者のこころの
ケアの充実

高齢者の方の心理的状態（うつ等）への
ケアに関して、講演会・研修会等を通じ
て、支援者の方の意識を高め、高齢者の
方のこころの健康づくりの充実を図りま
す。

自立生活
支援課

メンタルチェックシステム「こころの体
温計」の運用。
ゲートキーパー養成研修の実施（市民向
け1回、職員向け1回）

こころの体温計：アクセス数20,672件
ゲートキーパー養成研修：2回実施
市民向け1回（46名参加）
職員向け1回（29名参加）

Ｂ

メンタルチェックシステムにより、自身
のメンタル状況を把握し、適切な相談先
を周知することができた。
職員や地域において、ゲートキーパーを
養成することにより、自殺予防のための
こころの健康づくりの推進を図ることが
できた。

メンタルチェックシステム「こころの体
温計」の運用。
ゲートキーパー養成研修の実施（市民向
け1回、職員向け1回）

事業の内容 担当課

平成３０年度

高齢者の方の健診の活用やかかりつけ医
との連携等により、特定健診受診率の向
上や、疾病・ねたきり等へつながる、生
活習慣病の早期発見に努めます。また、
特定健康診査および後期高齢者医療健康
診査の受診者の方、４０歳以上の集団健
康診査の受診者の方等を対象に、フォ
ロー健診として検査項目を上乗せして実
施します。

実施期間：平成30年9月14日～平成31年1
月31日
特定健康診査および後期高齢者医療健康
診査の受診者の方、４０歳以上の集団健
康診査の受診者の方等を対象に、フォ
ロー健診として検査項目を上乗せして実
施する。なお、今年度から、フォロー健
診項目である貧血検査、心電図検査、血
清クレアチニン検査を健診項目とあわせ
て必須項目とする。

保険年金
課

番
号

事業名称
(☆新規項目)

健康診査等の充実
※他計画再掲

14

6



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

17

歯と口腔の健康の
充実
※他計画再掲

８０歳で２０本以上の歯がある高齢者の
方の増加をめざした「８０２０運動」等
を推進し、市民の方を対象に成人歯科健
康診査を実施します。また、かかりつけ
歯科医の紹介をします。

健康課 歯科医師会において実施している「8020
運動」(10月実施）を後援し、市報・ホー
ムページ・ポスター等で周知を図り、25
歳～80歳までの5歳刻みの方を対象に成人
歯科健康診査を実施する。特に75歳、80
歳の方の当該健康診査については、平成
30年度から後期高齢者医療制度事業費補
助金を活用し、受診率の向上に努める。
また、通院による歯科診療が困難で、か
かりつけ歯科医をもたない方のために、
往診による受診体制を確保する。

歯科医師会において実施している「8020
運動」(10月実施）を後援し、市報・ホー
ムページ・ポスター等で周知を図り、25
歳～80歳までの5歳刻みの方を対象に成人
歯科健康診査を実施し、1,998名の市民が
受診した。。特に75歳、80歳の方の当該
健康診査については、平成30年度から後
期高齢者医療制度事業費補助金を活用
し、受診率の向上に努めた。
また、通院による歯科診療が困難で、か
かりつけ歯科医をもたない方のために、
往診による受診体制を確保した。

Ｂ

成人歯科健康診査について、対象年齢を
拡大し、前年度より受診者数が微増した
ものの、若年時からの意識付けが重要で
あるため、引き続き普及啓発に努めてい
く。

平成30年度同様、歯科医師会において実
施している「8020運動」(10月実施）を後
援し、市報・ホームページ・ポスター等
で周知を図る。成人歯科健康診査につい
ては、従来の25歳～80歳から、20歳～80
歳までの5歳刻みの方に対象年齢を広げて
実施する。特に75歳、80歳の方の当該健
康診査については、平成30年度から後期
高齢者医療制度事業費補助金を活用して
いるほか、令和元年度には口腔機能評価
を実施し、受診率の向上に努める。
また、通院による歯科診療が困難で、か
かりつけ歯科医をもたない方のために、
往診による受診体制を確保する。

平成３０年度

事業の内容 担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)

7



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②介護予防・重度化防止の推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

市認定ヘルパー養成事業にて講座を受講
した方が、市基準訪問型サービスを提供
する担い手として活動できるよう、環境
整備に努める。
市デイサービス認定サブスタッフについ
ては、引き続きサブスタッフを養成し、
総合事業の市基準型サービスへの更なる
配置、サブスタッフ主体のイベント（ミ
ニデイ等）など、活動の幅を広げる取り
組みへの支援を行う。
また、デイサービス事業所内だけではな
く、サブスタッフが地域に出て、介護予
防の取り組みができるよう検討する。
さくら体操の自主グループへの支援を継
続し、参加者数及び会場数の増加を図
る。

概ねの事業内容は達成することができた
ものの、市認定ヘルパーの環境を整える
ことができなかったため。

市認定ヘルパー養成事業については、環
境整備を進め、また、今年度から実施す
る初任者研修の導入となるような位置づ
けを意識して進めていく。
市デイサービス認定サブスタッフについ
ては、今年度も継続実施とし、養成後の
同スタッフの活動場所や機会の確保に努
める。
一般介護予防事業については、理学療法
士等の専門職をさくら体操会場へ派遣す
る事業を継続し、参加者の満足度向上に
努め、参加者数の増加を図る。
軽度者に対するケアマネジメントについ
ては、個別地域ケア会議の中で事例検討
を通じて適切なケアマネジメントの確認
を行う。

事業名称
(☆新規項目)

平成３０年度

Ｂ

番
号

担当課事業の内容

18

市認定ヘルパー養成事業については、養
成講座を実施し12人養成することができ
た。ただし、市基準訪問型サービスの担
い手として活用するための環境整備は実
施することができなかった。市デイサー
ビス認定サブスタッフについては、6事業
所で養成講座を実施し、11人養成するこ
とができた。また、昨年度までに養成さ
れたサブスタッフの一部が、ミニデイイ
ベントを実施、その活動に対する支援を
行った。
一般介護予防事業については、理学療法
士等の専門職をさくら体操会場へ派遣す
る事業を継続し、内容の充実を図ってい
る。
要支援者などの軽度者に対するケアマネ
ジメントについては、自立支援・重度化
防止の視点をもったプラン作成ができる
よう、包括支援センター勉強会を実施
し、適切なケアマネジメントの確認につ
なげた。

介護福祉
課

■介護予防・生活支援サービスの実施
　介護予防給付による訪問介護・通所介
護に代わり、住民主体の支援等も含めた
訪問型サービス、通所型サービス、その
ほかの生活支援サービスを実施します。
訪問型サービスについては、市認定ヘル
パー養成事業にて講座を受講した方が、
市基準訪問型サービスを提供する事業所
において、サービスの担い手として参加
していただけるよう検討します。通所型
サービスについては、市デイサービス認
定サブスタッフ養成事業にて講座を修了
した方が、市基準通所型サービスの担い
手として参加していただけるよう、将来
的には人員基準に組み込むことを検討し
ます。また、地域包括支援センターが要
支援者の方等に対するアセスメントを行
い、その状態や置かれている環境に応じ
て、本人が自立した生活を送ることがで
きるようなケアプランを作成します。
■一般介護予防事業
　住民主体による高齢者の方の通いの場
を拡大していくような地域づくりを推進
します。また、地域において自立支援に
資する取り組みを推進し、要介護状態に
なっても、生きがい・役割をもって生活
できる地域の実現をめざします。
＜目標＞
適切なケアマネジメントの確認　年１回

介護予防・日常生
活総合支援事業の
実施

8



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

19

介護予防ケアマネ
ジメントの推進

保険者機能の強化により、要支援者の方
等が知識や能力をいかして社会とのつな
がりを維持・強化できるような介護予防
ケアマネジメントを推進します。

介護福祉
課

介護予防ケアマネジメントの推進に伴う
要支援者の方等への適切なアセスメント
により、市基準サービス相当の対象者に
ついては新規の方は当然だが、国基準
サービスの利用者に対しても速やかな移
行を促すなど、総合事業の推進も図る。

適切な介護予防ケアマネジメントを事業
者への周知活動などにより推進し、現行
相当と市基準のサービス利用者割合につ
いて、計画値を達成することができた。

Ｂ

計画値を達成しているものの、総合事業
の進捗の評価などについて検討の余地が
残っているため。

介護予防ケアマネジメントの推進に伴う
要支援者の方等への適切なアセスメント
により、総合事業の推進を図る。

20

住民主体の活動の
推進

市および各地域包括支援センターに配置
されている生活支援コーディネーターが
中心となって、介護予防につながる活動
等に取り組むボランティアや市民団体
等、地域人材の発掘・連携に努めます。
新たに活動を始めたい方や団体に向けた
マッチング、立ち上げ支援、組織づく
り・拠点づくり支援等により、各圏域の
実情に合った住民主体の取り組みを試行
し、多様なサービスや通いの場づくりに
つなげていきます。
＜目標＞
住民主体の取り組みの試行　４圏域

介護福祉
課

生活支援コーディネーターが、各圏域で
２層協議体の開催や地域懇談会等に参加
している。各会議等で取り上げられた地
域の課題を生活支援連絡会で整理しなが
ら、どのような取り組みが必要か検討し
ていく。
検討の結果に基づき、各圏域で期待され
る住民主体の取り組みの試行につなげ
る。
また、地域住民主体の活動の場をまとめ
た冊子、「シニアのための地域とつなが
る応援ブック」の情報を更新するととも
に、見やすさの向上も図る。

第2層生活支援コーディネーターが活動や
2層協議体（小地域ケア会議）を通じて、
圏域の課題やニーズの把握に努めた。
また、それらの情報をを生活支援連絡会
で共有したり第1層協議体で整理すること
により、多様なサービスの必要性を検討
した。
「シニアのための地域とつながる応援
ブック」については、一部カラーにする
など、見やすさの向上を図った。

Ｂ

第1層コーディネーターの活動について、
欠員等により市としての方向性を示した
り、各圏域間の課題の調整などを進める
ことができなかったため。

第1、2層コーディネーターを中心に、地
域課題やニーズの把握に努め、生活支援
連絡会や協議体を通じて必要なサービス
の調整や地域資源の掘り出しを進める。

平成３０年度

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容 担当課
番
号

9



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

２　地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり
　（１）在宅生活支援の充実
　①地域に密着したサービスの基盤整備

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

21

介護保険サービ
スの利用支援の
充実

介護サービスを必要とする方が、必要な
サービスを利用できるよう、本人やその
家族の方に対する情報提供・相談支援を
充実します。引き続き、制度改正に則し
た介護保険パンフレットの配布や介護
サービス利用ガイドブックの作成、ホー
ムページの充実等を行い、制度の理解を
深めるための情報提供に努めます。ま
た、利用者の方および介護者の方のみな
らず、一般高齢者の方に対しても、介護
保険制度を正しく理解していただくよう
な情報提供に努めるとともに、地域にお
いて高齢者の方やその家族の方に対する
総合的な相談・支援を行う窓口である地
域包括支援センターの周知を図ります。

介護福祉
課

介護保険についての基本的事項を記載し
た市民向けの冊子「あなたと歩む介護保
険」や、市内の事業所一覧を掲載した
「介護サービス利用ガイドブック」を市
の窓口や、市内の地域包括支援センター
で配布し、また、市ホームページの充実
を行うことで介護保険サービスの利用に
ついて周知を行う。
介護保険制度や各種情報提供の際には、
地域包括支援センターが高齢者の総合相
談窓口であることが明確になるよう、表
現等に留意し、周知を図る。

新しい介護保険説明用パンフレット
などの作成についても、表現等を確
認し、周知を行った。
介護保険についての基本的事項を記
載した市民向けの冊子「あなたと歩
む介護保険」や、市内の事業所一覧
を掲載した「介護サービス利用ガイ
ドブック」を市の窓口や、市内の地
域包括支援センターで配布し、ま
た、市ホームページの充実を行うこ
とで介護保険サービスの利用につい
て周知をおこなった。

Ａ

介護保険制度についての一定の周知
がなされたと考えられるため。

介護保険制度や各種情報提供の際に
は、地域包括支援センターが高齢者
の総合相談窓口であることが明確に
なるよう、表現等に留意し、周知を
図る。
引き続き介護保険についての基本的
事項を記載した市民向けの冊子「あ
なたと歩む介護保険」や、市内の事
業所一覧を掲載した情報冊子を市の
窓口や、市内の地域包括支援セン
ターで配布し、また、市ホームペー
ジの充実を行うことで介護保険サー
ビスの利用について周知をおこな
う。

22

地域密着型サービ
スの推進

高齢者の方が住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができるよう利用促進
に向け、制度周知等を行い、介護を必要
とする方に適切なサービス提供が行われ
るよう努めていきます。
＜目標＞
看護小規模多機能型居宅介護利用者数
１５人

介護福祉
課

利用率の低いサービスについては、利用
率向上に向け、市内ケアマネジャーへの
アンケート調査を行い、原因を調査する
とともに、事業者や市民に制度周知を行
う。

介護保険のサービスについての給付適正
化を記載した冊子を作成し、地域密着型
サービスについての周知をおこなった。

Ｂ

地域密着型サービスについての周知が進
んだと考えられるため。

引き続き介護保険のサービスについての
給付適正化を記載した冊子を継続して案
内し、地域密着型サービスについての周
知をおこなう。

事業名称
(☆新規項目)

担当課

平成３０年度

事業の内容
番
号

10



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②介護保険外サービスの充実

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

23

高齢者保健福祉
サービスの充実
（配食サービス、
おむつサービス、
寝具乾燥等）

市独自で実施している高齢者の方への配
食、おむつ給付、寝具乾燥等の在宅支援
に関するサービスの充実を図り、必要な
サービスの提供に努めます。

介護福祉
課

配食サービス、寝具乾燥については、高
齢者の健康と自立生活の安定の他、安否
確認に目的の重きを置いている。引き続
き、真に必要な高齢者に対し、確実に給
付が行き渡るよう「高齢者福祉のしお
り」の配布等により制度の周知を図る。
おむつ給付に関しても、介護者の経済
的、精神的負担の軽減に繋げ、安心して
高齢者が在宅生活を営めるよう、サービ
ス給付に努める。

「高齢者福祉のしおり」の配布及び市
報・ホームページによる広報を行い、制
度の周知を図った。

Ａ

「高齢者福祉のしおり」等により制度を
知った申込者がいたため。

引き続き、各事業が真に必要な高齢者に
対し、確実に給付が行き渡るよう「高齢
者福祉のしおり」の配布等により制度の
周知を図る。おむつ給付に関しても、介
護者の経済的、精神的負担の軽減に繋
げ、安心して高齢者が在宅生活を営める
よう、サービス給付に努める。

交通対策
課

運行開始から現在までの約１５年間にお
ける市内環境の変化や市民等から寄せら
れた要望等に対応するため、平成３０年
度よりＣｏＣｏバス再編事業として、運
行ルート・運行時間・運賃等の総合的な
見直しを行う。
平成３０年度においては、コミュニティ
バスを含む既存路線の運行状況や利用実
態、要望等の調査分析による課題抽出を
行い、これを踏まえ、再編の基本方針及
び運行基準の検討、策定を行う。

平成３０年度より小金井市コミュニティ
バス再編事業に着手し、人口動向や市内
交通現況の整理と併せ、コミュニティバ
スを含むバスの利用実態や満足度・要望
等を把握するため、利用実態調査及び市
民アンケート調査を実施し、公共交通に
関する課題抽出を行った。これを踏ま
え、本事業における基本方針（案）及び
運行基準（案）の検討を行った。

Ｂ

本年度において概ねスケジュール通りの
実施ができたところであるが、本事業に
おける基本方針の策定までには至らな
かったことから、今後の検討事項も含め
て、進捗に応じてスケジュール調整を図
りながら、事業を推進していく必要があ
る。

小金井市コミュニティバス再編事業につ
いては令和３年度までの継続事業であ
り、令和元年度については、引き続き、
再編の基本方針及び運行基準の検討・策
定を行う。また、これらを踏まえて地域
懇談会を実施する予定としており、市民
及び地域公共交通会議委員の意見を踏ま
えながら、具体的な運行ルート・運行時
間・運賃等の再編計画の検討に着手して
いく。

自立生活
支援課

安全確保の徹底について、各ＮＰＯ法人
に周知等を行うとともに、福祉有償運送
等の移送サービスを実施しているＮＰＯ
法人の更新や内容変更等があった場合、
福祉有償運送運営協議会を開催する。

安全確保の徹底について、各ＮＰＯ法人
に周知等を行った。
平成30年度は更新や変更などの該当団体
がなかったため、福祉有償運送運営協議
会を開催しなかった。

Ａ

安全性の確保等について、周知を行い、
適正な運営に努めた。

安全確保の徹底について、各ＮＰＯ法人
に周知等を行うとともに、福祉有償運送
等の移送サービスを実施しているＮＰＯ
法人の更新や内容変更等があった場合、
福祉有償運送運営協議会を開催する。

担当課

平成３０年度

24

高齢者等の移動・
移送手段の確保の
継続
※他計画再掲

CｏＣｏバスを運行し、高齢者の方の通院
等の際の移動を支援します。また、福祉
有償運送等の移送サービスを実施してい
るＮＰＯ等への支援を行います。

事業名称
(☆新規項目)

番
号

事業の内容

11



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③相談支援の充実

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

包括支援センターが円滑に業務に取り組
めるよう、地域包括支援センターの運営
に関する専門委員会の実施（１０月開催
予定）や地域包括支援センターと市との
定例会をはじめ、通常業務においても密
に連携を図り、高齢者福祉の向上に努め
る。
また、地域包括支援センターによる事業
の質の自己評価と、市による事業の実施
状況の調査を行い、包括支援センターの
機能強化を図る。

今後の高齢者人口の増加や、それに伴う
業務負担の増加に対して、常に改善を
図っていく必要があるため。

高齢者の総合相談窓口として、事業の内
容に記載の主な事業の他、市と連携し、
市内の高齢者福祉の向上を図る。
また、地域包括支援センターの運営に関
する専門委員会内で、包括支援センター
の機能評価を諮り、業務内容の改善につ
なげる。

高齢者の総合相談窓口として、事業の内
容に記載の主な事業の他、市と連携し、
市内の高齢者福祉の向上を図った。
また、地域包括支援センターの運営に関
する専門委員会内で、包括支援センター
の機能評価を諮り、業務内容の改善につ
なげた。

Ｂ

担当課

４つの圏域に、それぞれ地域包括支援セ
ンターを設置（社会福祉法人等に委託）
し、社会福祉士、保健師または経験のあ
る看護師、主任ケアマネジャーの３職種
等を配置し、次の４つの機能を有しま
す。
① 　多様なネットワークを活用し、地域
の高齢者の方の実態把握や虐待への対応
等を含む総合的な相談支援
② 　要支援の認定者の方を対象とする予
防給付に関する介護予防のケアマネジメ
ントおよび総合事業に関する介護予防ケ
アマネジメント
③ 　主治医、ケアマネジャー、地域の関
係機関と連携し、包括的・継続的なケア
マネジメントができるよう支援
④ 　成年後見人制度利用に関すること、
高齢者虐待の防止、消費者被害の防止対
応等の権利擁護、また、生活体制整備事
業における生活支援コーディネーター、
および認知症施策における認知症地域支
援推進員を地域包括支援センター職員が
担い、それぞれの事業の運営、実施を行
います。
市介護福祉課包括支援係は、地域包括支
援センターと連携し、地域の高齢者の方
への総合的な支援を行う役割を担いま
す。様々な問題に対応すべく、さらなる
充実を図るほか、地域包括支援センター
における事業の質の自己評価を実施し、
介護保険運営協議会においても点検、評
価を実施します。

事業の内容

介護福祉
課

平成３０年度

25

地域包括支援セン
ターの機能の充実

番
号

事業名称
(☆新規項目)

12



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　④安心できる住まい・住まい方の支援
平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

26

住宅改修相談事業
の推進

高齢者の方の身体機能の低下に伴い、適
切な住宅改修ができるよう、一級建築士
等が訪問や面接等により、住宅改修の相
談・助言を行います。また、介護支援専
門員とも連携を取りながら、介護保険事
業と高齢者自立支援事業の住宅改修に関
する助言をし、適切な改修を支援しま
す。
＜目標＞
住宅改修相談・助言　年７０人以上

介護福祉
課

超高齢社会の到来により、今後多くの高
齢者が、地域と繋がり、生きがいを持ち
ながら、安心して日常生活を営み続ける
ことが想定される。そのためには、日常
生活の基本となる、自宅での動作を自力
で行うための住宅改修について、専門家
に相談することで、より的確な改修とな
るよう、制度周知に努める。

（30年度実績）
住宅改修相談・助言に関する年間延べ人
数76人

Ａ

一級建築士による訪問や面接等により適
切な住宅改修が実施され、目標を上回っ
たため。

高齢者の方の身体機能の低下に伴い、適
切な住宅改修ができるよう、一級建築士
等が訪問や面接等により、引き続き、住
宅改修の相談・助言を行う。また、介護
支援専門員とも連携を取りながら、介護
保険事業と高齢者自立支援事業の住宅改
修に関する助言をし、適切な改修を支援
する。

27

高齢者自立支援住
宅改修給付事業の
推進

住宅改修について、介護保険事業と自立
支援住宅改修給付事業の連携を図り、在
宅高齢者の方の住宅環境の整備を支援し
ます。住宅改修の助成制度について周知
拡大の工夫に努め、住宅改修の需要に応
じるようにします。

介護福祉
課

住宅改修について、啓発に心がけ、制度
活用を周知する。

（30年度実績）
合計30件（予防給付：手すり取付け2件、
設備給付：便器の洋式化6件、浴槽の取替
え20件、流し・洗面台の取替え2件） Ｂ

高齢者福祉のしおり等をはじめとした各
媒体での周知は行っているが、在宅高齢
者の増加が見込まれることから、更なる
普及啓発が必要であるため。

住宅改修について、介護保険事業と自立
支援住宅改修給付事業の連携を図り、在
宅高齢者の住宅環境の整備を支援する。
また、住宅改修の助成制度について普及
啓発に努める。

28

家具転倒防止器具
等取付の推進

６５歳以上のひとり暮らし高齢者の方ま
たは高齢者の方のみの世帯の家屋に、家
具転倒防止器具を取り付け、災害時の防
災･減災対策を支援します。

介護福祉
課

高齢者の防災への意識を高めてもらうた
め啓発に努める。

消防署に家具転倒防止器具取付事業のち
らしを渡し、高齢者宅に防災点検等でう
かがう際、事業の紹介をしてもらうなど
啓発に努めた。

Ａ

家具転倒防止器具取付事業のちらし等で
事業の申込みを行った方がいたため。

引き続き、高齢者の防災への意識を高め
てもらうため啓発に努める。

29

高齢者住宅の適正
な管理・運営の継
続
※他計画再掲

現在、借り上げを行っている高齢者住宅
について、引き続き適切な管理・運営を
行うとともに、借り上げ期間が満了する
高齢者住宅については、入居者の方が困
窮しないように住宅の確保に努めます。

まちづく
り推進課

現在、借り上げを行っている高齢者住宅
について、引き続き適切な管理・運営を
行うとともに、借り上げ期間が満了する
高齢者住宅については、入居者の方が困
窮しないように住宅の確保に努める。

民間住宅、ＵＲ住宅を借上げ、5箇所163
戸を管理（内、公募分125戸、返還予定戻
り分38戸）。
グリーンタウン、他の高齢者住宅の管理
人による安否確認等を実施。
住宅設備として、冷房、暖房便座、手す
りの設置。

Ａ

安否確認により、居住者の安全、安心を
図り、適切な運営を行っているため。ま
た、借上住宅の適切な管理を実施してい
るため。

現在、借り上げを行っている高齢者住宅
について、引き続き適切な管理・運営を
行うとともに、借り上げ期間が満了する
高齢者住宅については、入居者の方が困
窮しないように住宅の確保に努める。

30

公営住宅の情報提
供体制整備の継続

市内の高齢者住宅や市営住宅の総合的な
管理を行い、市報、ホームページ等で最
新の情報を随時提供します。

まちづく
り推進課

市内の高齢者住宅や市営住宅の総合的な
管理を行い、市報、ホームページ等で最
新の情報を随時提供する。

市営住宅、高齢者住宅の管理、募集情報
などを提供。
ＪＫＫ（東京都住宅供給公社）、ＵＲ
（都市再生機構）が管理する住宅につい
て、募集要項配布や情報、連絡先などを
広報している。

Ａ

市営住宅、高齢者住宅、ＪＫＫ及びＵＲ
の募集情報などの情報提供を適切に実施
しているため。

市内の高齢者住宅や市営住宅の総合的な
管理を行い、市報、ホームページ等で最
新の情報を随時提供する。

担当課

平成３０年度

番
号

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

まちづく
り推進課

都のサービス付き高齢者向け住宅整備事
業において、区市町村関与手続きを行
う。

都の啓発に準じている。サービス付き高
齢者者住宅の区市町村関与の申請はな
し。 Ａ

サービス付き高齢者住宅の都の整備に協
力している。

都のサービス付き高齢者向け住宅整備事
業において、区市町村関与手続きを行
う。

介護福祉
課

平成３０年5月に特別養護老人ホームを開
設

平成３０年５月に特別養護老人ホームを
開設した。

Ａ

高齢者の新たな受けれ先となる施設整備
を行い、ニーズに対応できたと考えられ
るため。

利用率の上がらない介護保険サービスに
ついての周知をおこなう。

32

特別養護老人ホー
ム整備の検討

待機者数の推移を見つつ、特別養護老人
ホームの整備を検討します。

介護福祉
課

平成３０年5月に特別養護老人ホームを開
設

平成３０年５月に特別養護老人ホームを
開設した。

Ａ

高齢者の新たな受けれ先となる施設整備
を行い、ニーズに対応できたと考えられ
るため。

施設サービスの整備予定は無し。

平成３０年度

事業の内容

高齢社会の進展と併せ、ニーズが高まる
高齢者の方の新たな住まいと住まい方に
ついて、サービス付高齢者住宅等も含め
て検討を進めます。

31

担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)

高齢者の新たな住
まいと住まい方の
検討

14



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　⑤家族介護者への支援の充実

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

33

介護者の負担軽減
の推進

高齢者の方を介護する家族の方を対象と
した相談、介護教室、交流会、講習会等
の機会を通して、情報の共有化、介護に
よる身体的・精神的負担の軽減を図りま
す。また、緊急を要する理由で介護者の
方が介護ができない時に、介護が必要な
方を一時的に施設で介護します。

介護福祉
課

介護に関する相談については、随時各地
域包括支援センター、包括支援係で受け
付ける。また、家族介護教室事業とし
て、要介護高齢者を介護する家族等に対
し、介護方法や介護予防、介護者の健康
づくり等について知識・技術を習得する
ための教室を、3事業所に委託し実施す
る。（各事業所年1回）

介護者の急病、事故、災害、葬儀その他
緊急を要する理由で介護ができないとき
に、介護が必要な方を一時的に施設で介
護するためベッドを、年間を通して確保
する。

介護に関する相談を随時地域包括支援セ
ンター及び包括支援係で受け付けた。ま
た、要介護高齢者を介護する家族等を対
象に、家族介護教室を4回開催し、47人が
参加した。

Ｂ

参加者の拡大へ向け、実施時期、時間
帯、周知方法等の検討が必要である。

介護に関する相談を各地域包括支援セン
ター及び包括支援係で随時受け付ける。
また、家族介護教室として、要介護高齢
者を介護する家族等に対し、介護方法や
介護予防、介護者の健康づくり等につい
て知識・技術を習得するための事業を実
施する。

43

家族介護継続支援
事業の充実
※本計画再掲

家族介護継続支援事業等を通して、認知
症高齢者の方を介護する家族の方を対象
に、交流会や講習会等の機会を設け、認
知症の理解や介護者間での情報を共有し
ます。また、経験談や情報交換、ストレ
スを発散することで、介護による身体
的・精神的負担の軽減を図るためのネッ
トワークづくりをめざします。

介護福祉
課

認知症高齢者の方を介護する家族の方を
対象に、交流会や講習会等の実施を市内
３事業所に委託している。また、事業利
用者や居宅のケアマネージャーを対象に
平成２９年度にとった事業アンケートを
分析し、今後の事業展開について委託先
担当者と協議していく。

認知症高齢者を介護する家族の方を対象
に、家族介護継続教室を23回開催し、142
人が参加した。事業実施に当たっては、
平成29年度のアンケート結果をもとに内
容を決めた。
テーマ：「まなぶ・語る・つながる～家
族の会～」等

Ｂ

新規の参加者が少なかった。認知症高齢
者の増加に伴い家族の負担も増大するこ
とが予測されるため、内容や周知方法の
検討が必要

認知症高齢者の方を介護する家族の方を
対象に、交流会や講習会等を実施する。
実施に当たっては、平成30年度の課題を
もとに内容や周知方法について協議して
いく。

平成３０年度

事業の内容 担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（２）認知症施策の推進
　①認知症施策の推進と理解の醸成

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

34

認知症の理解促進
の充実

認知症になっても地域で住み続けるため
に、本人・家族の方・地域住民の方の認
知症に関する知識・理解を深めます。幅
広い世代の方を対象に認知症サポーター
養成講座の充実を図ります。また、認知
症の状態に応じ適切なサービスの流れを
明らかにした「認知症ケアパス」の活用
を図ります。そのほか、認知症講演会を
実施し、認知症に関する普及啓発を実施
します。
＜目標＞
認知症サポーター　年６００人増
認知症講演会　年１回実施

介護福祉
課

地域包括支援センターを中心に認知症サ
ポーター養成講座を適宜開催し、サポー
ター数を増加させる。
認知症ケアパスは配布場所などを検討
し、更なる周知・活用方法を検討する。
認知症講演会は、集客が期待できる介護
イベント「お元気サミットin小金井」で
実施し、認知症の理解、啓発に努める。

認知症サポーター養成講座は、市内小中
学校や市職員、専門学校への講座を継続
実施できた。市内学校での開催は３年目
となり定着しつつある。全受講者727人
中、小学校1校86人、中学校2校147人、専
門学校1校46人、企業32人、市職員105人
受講、その他（一般市民、病院職員、小
金井リーダー養成講座受講者等）311人と
なった。
認知症ケアパスについては、関係機関の
協力を募り市のイベントや商業施設等で
配布し活用を図った。
認知症シンポジウム・講演会を2月に「お
元気サミットin小金井」にて開催し、シ
ンポジウム36人、講演会39人の参加が
あった。

Ｂ

高齢者の介護を担う世代へ向けての周知
を検討する必要がある。関係機関との連
携をより深め、幅広い周知及び講座実施
を図る。引き続き、配布場所などを検討
し、更なる周知・活用方法を検討する。

地域包括支援センターを中心に認知症サ
ポーター養成講座を適宜開催し、サポー
ター数を増加させる。
認知症ケアパスは配布場所や方法など更
なる周知・活用方法を検討する。
認知症講演会は、集客が期待できる介護
イベント「お元気サミットin小金井」で
実施し、認知症の理解、啓発に努める。

35

認知症施策事業推
進委員会の充実

認知症施策についての現状や今後の取り
組みについて検討し、委員会で出された
意見を各種事業等に反映させていきま
す。
＜目標＞
認知症施策事業推進委員会　年２回実施

介護福祉
課

認知症施策事業推進委員会を年２回実施
する。

認知症施策事業員会を年2回（5月、1月）
開催した。

Ｂ

引き続き、認知症施策について検討し、
意見を各事業に反映させていく。

認知症施策事業推進委員会を年２回実施
する。

平成３０年度

事業の内容 担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②認知症のケア・医療の充実

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

36

認知症の相談・支
援体制の充実

認知症の方とその家族の方を支援するた
め、認知症に関する相談窓口である地域
包括支援センターに配置されている認知
症地域支援推進員等のさらなる周知を図
ります。また、徘徊をする高齢者の方を
介護する家族の方に対し、位置情報が検
知できる発信機を貸与します。
＜目標＞
発信機貸与　３０件

介護福祉
課

各事業を実施する際に、認知症ケアパス
などを活用し、認知症に関する相談・支
援窓口も地域包括支援センター等である
ことを周知し、認知症地域支援推進員に
つなげていく。
相談につながった際には、必要に応じて
介護保険や高齢福祉サービスを案内し、
適切な支援へとつなげる。
今年度も、徘徊をする高齢者の方を介護
する家族の方に対し、位置情報が検知で
きる発信機を貸与する。

各事業で認知症ケアパスを活用し、認知
症に関する地域の相談・支援窓口である
地域包括支援センターを周知した。

３０年度発信機貸与　１４件

Ｂ

認知症高齢者が増加することが予測され
るため、引き続き各事業を実施する際
に、認知症ケアパス等を活用して周知し
ていく。

発信機貸与については、まず、発信機を
徘徊高齢者の方に持って外出していただ
く必要があり、それが困難で家族の方が
申し込みできないことがあり、課題と
なっている。また、介護する家族が市内
在住でないと申込みできないため、それ
についても、課題となっている。

引き続き各事業で認知症ケアパスを活用
し、認知症に関する相談・支援窓口が地
域包括支援センターであることを周知、
認知症地域支援推進員につなげていく。
位置情報が検知できる発信機の貸与に併
せて、7月から見守りシール事業を開始す
る。

引き続き、徘徊をする高齢者の方を介護
する家族の方に対し、位置情報が検知で
きる発信機を貸与していく。

37

認知症連携会議の
充実

医師会、市、認知症疾患医療センター等
で構成。小金井もの忘れ相談シートや認
知症初期集中支援事業等の活用による医
療機関と連携した事例を検討、また検討
を通じて事業の活用方法を参加者の方に
周知するとともに連携のさらなる充実を
図ります。

介護福祉
課

年3回開催予定の認知症連携会議での事例
検討などを通じて、認知症への医療機関
を含めた対応などについて情報共有し、
認知症に関する事例への連携を強化す
る。

5月、9月、1月に認知症連携会議を開催。
小金井物忘れシートや認知症初期集中事
業等を活用した事例検討を実施した。

Ｂ

認知症高齢者が増加することが予測され
るため、事例検討を通して医療機関を含
めた認知症対応への連携を強化してい
く。

認知症連携会議の在り方を、年3回開催予
定の認知症連携会議での事例検討などを
通じて、認知症への医療機関を含めた対
応などについて情報共有し、認知症に関
する事例への連携を強化する。

38

認知症初期集中支
援事業の充実

認知症の早期診断・早期対応のために、
認知症地域支援推進員、認知症サポート
医によるチームでの訪問を行います。ま
た今後の支援について検討し、必要に応
じて認知症疾患医療センターおよび地域
の医療機関と連携を図ります。

介護福祉
課

地域で受診につながらない高齢者につい
て、認知症初期集中支援事業を実施し、
対象者の早期相談・対応を図る。

認知症サポート医によるチームでの訪問
が2件。それぞれ初期の認知症、軽度認知
症の診断となった。家族の困っている点
や知りたい点、今後の介護サービスや通
院先など方向性を確認できた。

Ｂ

全件訪問できた。必要に応じて医療サー
ビスにつなぎ、家族への助言ができた。
件数が少ないため、事業の周知方法を検
討し、潜在ニーズの早期発見、早期対応
ができるようにしていく。

地域で受診につながらない高齢者につい
て、認知症初期集中支援事業を実施し、
対象者の早期相談・対応を図る。

平成３０年度

事業の内容 担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③認知症の方と家族を支える地域づくり

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

39

認知症サポーター
養成講座の充実

認知症サポーター養成講座の修了者の方
に対し、フォローアップ講座を実施し
て、認知症についての理解を深めてもら
うとともに、今後のフォローアップ講座
でのボランティア要員としての協力等、
認知症に関わる事業への参画へつなげて
いき、住民の方同士による認知症の方へ
の対応について理解を深めていきます。
＜目標＞
フォローアップ講座　年１回実施

介護福祉
課

認知症サポーター養成講座の修了者を対
象に年１回以上、フォローアップ講座を
実施する。

市内認知症関連事業所から多数の協力者
を得て、フォローアップ講座を12月に開
催した。平成30年度認知症サポータ養成
講座受講者が28人参加。

Ｂ

フォローアップ講座を通して認知症の方
への理解を深化したところだが、やすら
ぎ支援員や認知症カフェ等のボランティ
ア要員としての参画へつながっていな
い。

認知症サポーター養成講座の修了者を対
象に年１回以上、フォローアップ講座を
実施する。

40

認知症地域支援推
進員連絡会の充実

各地域包括支援センターに配置されてい
る、関係機関の間の連携を図るための支
援や認知症の方やその家族の方を支える
相談業務等を行う認知症地域支援推進
員、地域の支援者の方、市で連絡会を開
催し、認知症地域支援推進員の活動につ
いて検討します。また、連絡会を通じ
て、認知症地域支援推進員の活動内容を
見直し、各種事業等に反映させていきま
す。
＜目標＞
認知症地域支援推進員連絡会　月１回実
施

介護福祉
課

認知症地域支援推進員連絡会を月１回実
施し、認知症施策の推進を図る。

認知症地域支援推進員連絡会を市担当者
も加わり月1回実施し、活動内容の共有及
び意見交換を行った。また、推進員だけ
のワーキンググループを月1回実施した。

Ｂ

毎月1回連絡会を実施できた。引き続き、
各関係機関の協力を得られるよう活動内
容の見直しをしていく。

認知症地域支援推進員連絡会を月１回実
施し、認知症施策の推進を図る。

平成３０年度

事業の内容 担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

41

☆地域の居場所づ
くり（認知症カ
フェ等）の実施

認知症カフェ等、認知症の方と家族の方
の居場所づくりの支援について、地域包
括支援センターおよび地域支援推進員、
市内にあるカフェやサロン、社会福祉協
議会、介護事業所、市民団体、ＮＰＯ、
医療機関等と連携し、地域の実情を考慮
しながら、実施に向けて検討していきま
す。

介護福祉
課

生活支援体制整備事業で把握した社会資
源の中から、認知症の方と家族の方の居
場所となることができる場所を選定、実
施に向けて検討していく。

認知症地域支援推進員と生活支援コー
ディネーターの情報を活用し、認知症カ
フェの立ち上げまでは至らないものの、
既存のサロン・カフェに認知症の方も受
け入れてもらえるよう依頼し、居場所づ
くりを推進した。 Ｂ

認知症カフェの実施に際して、今以上に
具体的な検討が必要なため。

居場所づくりは継続しながら、その活動
を通じて、認知症カフェが実施できるよ
う努める。

42

やすらぎ支援（認
知症高齢者家族支
援活動）の充実

軽度の認知症状が見られるおおむね６５
歳以上の方等に対し、認知症についての
研修を受けたボランティアの方が自宅を
訪問し、話し相手となり、本人への働き
かけを行うとともに、その間、家族の方
が介護から離れる時間を提供します。ボ
ランティアの方および家族の方の交流の
場を設け、出された意見を今後の事業の
充実にいかしていきます。
＜目標＞
交流会　年１回以上の実施

介護福祉
課

事業の実施により、本人及び家族への支
援を行うとともに、ボランティアを養成
し、ボランティアの交流会も年1回以上実
施し、事業の充実を図る。

4人から新規申請、3人から終結申請があ
り、支援利用者は7人（休止中の方2人を
除く。）となった。また、やすらぎ支援
員（ボランティア）の懇談会を年2回開催
し、10人が参加し、訪問の様子や利用者
の情報を共有した。

Ｂ

引き続き本人及び家族への支援を行う。
ボランティアの成り手を更に発掘し、養
成することも必要である。

事業の実施により、本人及び家族への支
援を行うとともに、ボランティアを養成
し、ボランティアの交流会も年1回以上実
施し、事業の充実を図る。

43

家族介護継続支援
事業の充実

家族介護継続支援事業等を通して、認知
症高齢者の方を介護する家族の方を対象
に、交流会や講習会等の機会を設け、認
知症の理解や介護者間での情報を共有し
ます。また、経験談や情報交換、ストレ
スを発散することで、介護による身体
的・精神的負担の軽減を図るためのネッ
トワークづくりをめざします。

介護福祉
課

認知症高齢者の方を介護する家族の方を
対象に、交流会や講習会等の実施を市内
３事業所に委託している。また、事業利
用者や居宅のケアマネジャーを対象に平
成２９年度にとった事業アンケートを分
析し、今後の事業展開について委託先担
当者と協議していく。

認知症高齢者を介護する家族の方を対象
に、家族介護継続教室を23回開催し、142
人が参加した。事業実施に当たっては、
平成29年度のアンケート結果をもとに内
容を決めた。
テーマ：「まなぶ・語る・つながる～家
族の会～」等

Ｂ

新規の参加者が少なかった。認知症高齢
者の増加に伴い家族の負担も増大するこ
とが予測されるため、内容や周知方法の
検討が必要

認知症高齢者の方を介護する家族の方を
対象に、交流会や講習会等を実施する。
実施に当たっては、平成30年度の課題を
もとに内容や周知方法について協議して
いく。

平成３０年度

担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（３）在宅医療と介護の連携の推進
　①在宅医療をサポートする体制づくり

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

44

在宅医療・介護連
携支援室の充実

医療と介護のサービスが包括的かつ継続
的に提供されるために、医療機関、薬
局、地域包括支援センター、介護サービ
ス事業所等の関係機関を対象に相談対応
や研修の実施等により関係機関同士の連
携を図ります。

介護福祉
課

多職種連携に関する研修、介護支援専門
員向けの研修等、昨年度は多数の研修、
講演会を実施しているため、今年度も引
き続き関係機関の顔の見える関係づく
り・構築づくりと、医療と介護の専門的
知識の共有のために研修会や講演会等を
実施すると共に、医療機関や介護事業所
からの相談窓口を担い、医療と介護の連
携を強化していく。

在宅医療・介護連携に関する相談を33件
受けるとともに、次のとおり研修を行っ
た。
【在宅医療・介護連携に関する研修】
第1回　医療・介護多職種連携研修会『糖
尿病を持つ認知症高齢者の服薬と食事の
支援』
第2回　医療・介護多職種連携研修会『幸
せな最期をコーディネートするには』
第3回　口の終い方 ー要介護になったら
すること なる前にすること
【関係機関の情報共有に関する研修】
ICTによる多職種連携のための研修会

Ｂ

医療と介護に関わる関係機関の連携構
築、研修や情報共有等、顔の見える関係
づくりができた。更に広く連携や情報共
有をしていくと共に市民に対しても在宅
医療についての周知を行っていく必要が
あると考える。

引き続き、在宅医療・介護連携に関する
相談、在宅医療・介護連携に関する研修
等を３回、関係機関の情報共有に関する
研修を１回開催する。

45

在宅医療・介護連
携推進会議の充実

医療と介護の連携推進について、会議を
開催し、医師会、歯科医師会、薬剤師会
等を含んだ各関係機関の代表の方が委員
となり課題を抽出、検討することで、さ
らなる連携の推進を図り、医療と介護の
切れ目のないサポートを充実させます。
＜目標＞
在宅医療・介護連携推進会議　年３回実
施

介護福祉
課

年３回の在宅医療・介護連携推進会議に
おいて、今後も医療と介護の切れ目ない
体制づくりについての話し合いや共有を
継続していく。また、地域支援事業で定
められた、在宅医療・介護連携推進事業
の８つの実施項目の実現に向けて、様々
な取り組みを行ってきたため、今後は、
実施項目の更なる充実を図るように努め
る。

次のとおり在宅医療・介護連携推進会議
を3回実施した。
【第1回】
⑴　小金井市における在宅医療・介護連
携推進事業の取り組み状況について
⑵　多職種連携に関する医療機関・介護
事業所への実態調査の調査項目につ
いて（グループワーク）
【第2回】
⑴　小金井市在宅医療・介護連携支援室
の平成２９年度実績について（報告）
⑵　平成３０年度お元気サミットｉｎ小
金井について（報告）
⑶　多職種研修に係るアンケート結果に
ついて（報告）
⑷　ＩＣＴの実施状況について（検討）
【第3回】
⑴　平成３０年度お元気サミットｉｎ小
金井について（報告）
⑵　小金井市の在宅医療・介護連携推進
事業が目指す理想像の設定（検討）

Ｂ

年3回の在宅医療・介護連携推進会議を経
て、小金井市の在宅医療・介護連携推進
事業が目指す理想像・キャッチコピーを
定めることができた。在宅医療・介護関
係機関の連携促進等について、引き続き
協議する必要がある。

在宅医療・介護関係機関の連携促進等に
ついて、引き続き協議し、在宅医療・介
護連携推進事業の８つの実施項目の更な
る充実を図るよう努める。

平成３０年度

事業の内容 担当課
事業名称

(☆新規項目)
番
号
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②在宅医療・介護連携のための情報共有

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

46

在宅医療資源マッ
プの充実

医療資源を調査し、医療資源マップとし
てまとめ、市民および各関係機関へ配布
し、医療資源の普及啓発を行い、在宅医
療の推進を図ります。第７期中に内容を
見直し、より充実したマップの作成を図
ります。

介護福祉
課

平成３０年１月作成の小金井市医療資源
マップの普及・啓発に努めるとともに、
新たな同マップの作成に向けて、内容等
について、情報収集などを行う。

平成３０年１月に作成した小金井市医療
資源マップの普及・啓発を行うととも
に、同マップの改訂に向けて、内容等に
ついて、情報収集などを行った。

Ｂ

小金井市医師会と連携し、掲載内容に係
る検討を行ったが、更なる検討を行う必
要がある。

引き続き平成３０年１月作成の小金井市
医療資源マップの普及・啓発に努めると
ともに、第７期中の改訂に向け、内容等
について、更なる情報収集、検討等を行
う。

47

在宅医療・介護多
職種連携の研修会
の充実

医療機関、薬局、地域包括支援セン
ター、介護サービス事業所等の関係機関
を対象に顔の見える関係づくりをめざし
研修を行います。また、医療・介護関係
者の方向けに医療と介護の連携に関する
研修を実施し、さらなる連携の推進を図
ります。
＜目標＞
関係機関向け研修会　年１回実施
医療・介護関係者向け研修会　年３回実
施

介護福祉
課

関係者向けの研修会を年４回実施する。

多職種連携の向上に係る研修会　年3回実
施
多職種講演会　年1回実施

在宅医療・介護連携に関する相談を33件
受けるとともに、次のとおり研修を行っ
た。
【在宅医療・介護連携に関する研修】
第1回　医療・介護多職種連携研修会『糖
尿病を持つ認知症高齢者の服薬と食事の
支援』
第2回　医療・介護多職種連携研修会『幸
せな最期をコーディネートするには』
第3回　口の終い方 ー要介護になったら
すること なる前にすること
【関係機関の情報共有に関する研修】
ICTによる多職種連携のための研修会

Ｂ

医療と介護に関わる関係機関の連携構
築、研修や情報共有等、顔の見える関係
づくりができた。更に広く連携や情報共
有をしていくと共に市民に対しても在宅
医療についての周知を行っていく必要が
あると考える。

関係者向けの研修会を年４回実施する。

⑴　多職種連携の向上に係る研修会　年3
回実施
⑵　関係機関の情報共有に関する研修
年1回実施

平成３０年度

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容 担当課
番
号
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　③在宅医療のための市民啓発

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

48

在宅医療リーフ
レットの充実

在宅医療に関するリーフレットを市民の
方および各関係機関へ配布し、普及啓発
を図ります。第７期中に内容を見直し、
市民の方がより理解しやすいものに改良
していきます。

介護福祉
課

平成３０年２月に作成した在宅療養に関
するリーフレット『住み慣れた街に住み
続けるために』を市民や関係機関に配
布・周知するとともに、新たな同リーフ
レットの作成に向けて、内容等につい
て、情報収集などを行う。

平成３０年２月に作成した在宅療養に関
するリーフレット『住み慣れた街に住み
続けるために』を市民や関係機関に配
布・周知するとともに、第7期中の改訂に
向けて、内容等について、検討を行っ
た。

Ｂ

掲載内容に係る検討を行ったが、更なる
検討を行う必要がある。

引き続き、平成３０年２月に作成した在
宅療養に関するリーフレット『住み慣れ
た街に住み続けるために』を市民や関係
機関に配布・周知するとともに、第7期中
の改訂に向けて、内容等について、検討
を行う。

49

在宅医療に関する
市民啓発（市民向
け講演会）の充実

市民の方向けに在宅医療に関する理解を
深める内容の講演会を実施し、普及啓発
を図ります。
＜目標＞
講演会　年１回実施

介護福祉
課

平成３１年２月に行われる「お元気サ
ミット ｉｎ 小金井」の中で在宅医療に
関する講演会を実施する。

平成３１年２月に開催した「お元気サ
ミットin小金井」の中で次のとおり在宅
医療に関する講演会等を実施した。
【寸劇】
『最期まで自分らしく　～地域で取り組
む看取りの実践～』
【基調講演】
『明るい看取り～人生の最期まで自分ら
しく生きるために～』
【シンポジウム】
『小金井市で考える在宅看取り』

Ｂ

「お元気サミットin小金井」全体で369人
の出席者となり、多くの市民に対して在
宅医療の周知を行う場となったが、更な
る周知を図っていく必要があると考え
る。

実行委員会形式を採用し、準備段階から
関係機関の連携を図る等、開催の在り方
を含めた検討を行う。

平成３０年度

担当課
事業名称

(☆新規項目)
事業の内容

番
号
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　（４）生活支援体制整備の推進
　①生活支援体制整備事業の推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

50

地域課題解決方法
の協議（地域ケア
会議）の充実

生活支援体制整備事業第１層・第２層協
議体および各日常生活圏域で行われた小
地域ケア会議で出された地域課題につい
て検討し、市全体で解決に向けて取り組
む必要がある課題については、市全体レ
ベルの地域ケア会議にて検討を行い、課
題を施策に反映します。

介護福祉
課

第1層、2層それぞれの生活支援事業協議
会及び各地域包括支援センターによる小
地域ケア会議を実施し、地域課題を抽出
し、市全体レベルの地域ケア会議で課題
の解決を図る。

各圏域ごとに小地域ケア会議を実施し、
地域課題を抽出したうえで、各圏域の共
通となる課題を設定し、市レベルの地域
ケア会議で検討した。

Ｂ

市レベルでの検討に至ったものの、明確
な決定事項を出すことができなかったた
め。

自立支援・重度化防止に資する個別地域
ケア会議を充実し、地域のケアマネジメ
ント力や地域課題把握の向上を図る。
小地域ケア会議・市レベルの地域ケア会
議を通じて政策課題が表出してくるよう
な会議運営を目指す。

51

生活支援コーディ
ネーターによる
マッチングやネッ
トワークづくりの
充実

各地域包括支援センターに配置されてい
る生活支援コーディネーターが中心と
なって、高齢者の方のニーズを把握し、
地域資源のマッチングを行うとともに、
担い手や居場所づくりの創出に努めま
す。また、地域資源をまとめた情報冊子
を作成し、毎年情報を更新し、地域の高
齢者の方に情報提供します。そのほか、
社会福祉協議会に配置されている地域福
祉コーディネーターとも連携し、多世代
に共通したニーズにも対応していきま
す。

介護福祉
課

地域資源の紹介冊子である「シニアのた
めの地域とつながる応援ブック」の情報
を更新（５０００冊作成）し、配布・周
知予定。
月１回行っている生活支援連絡会に、議
題により社会福祉協議会の地域福祉コー
ディネーターに参加してもらい、課題の
共有・連携を行う。

生活支援連絡会に社会福祉協議会の地域
福祉コーディネーターに参加してもら
い、課題の共有・連携を図った。
「シニアのための地域とつながる応援
ブック」を作成し、高齢者の方の居場所
に関する情報提供を行った。

Ｂ

第1層コーディネーターの活動について、
欠員等により市としての方向性を示した
り、各圏域間の課題の調整などを進める
ことができなかったため。

第1、2層コーディネーターを中心に、地
域課題やニーズの把握に努め、生活支援
連絡会や協議体を通じて必要なサービス
の調整や地域資源の掘り出しを進める。

事業の内容

平成３０年度

番
号

担当課
事業名称

(☆新規項目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

52

地域で活動する担
い手育成の推進

市デイサービス認定サブスタッフ養成事
業を事業所の協力のもと実施し、介護予
防や地域について学びながら、デイサー
ビスで職員の補助として活動する元気な
高齢者の方（サブスタッフ）を各協力事
業所に配置することをめざします。サブ
スタッフは、デイサービスにおいて通所
型サービスの担い手として活動します。
また、市認定ヘルパー養成事業も実施
し、市が独自に実施する研修（高齢者の
方の基礎知識や家事援助の技術等）を受
けた認定ヘルパーを養成します。認定ヘ
ルパーは、訪問型サービスの担い手とし
て活動します。
＜目標＞
サブスタッフを各協力事業所に５人以上
配置

介護福祉
課

サブスタッフ養成講座を実施し、協力事
業所内で活動する元気な高齢者を養成す
るとともに、サブスタッフが事業所のみ
ならず地域で活動できるような仕組みづ
くりの検討を行う。
また、認定ヘルパーについては、市基準
訪問型サービスを提供する担い手として
活動できるよう、環境整備に努める。

11名のサブスタッフを養成した。また修
了生による半日のイベントを３～４か月
に1度の頻度で実施した。認定ヘルパーは
11名養成した。

Ｂ

サブスタッフの養成について、養成はで
きているものの前年比で養成人数が減少
しているため、減少の原因を検討し、説
明会から養成講座までの期間の短縮など
を図る。
認定ヘルパーについては、養成講座は実
施したものの、環境整備に至らなかった
ため、改めて環境整備を推進する。

サブスタッフ養成講座を実施し、協力事
業所内で活動する元気な高齢者を養成す
るとともに、サブスタッフが事業所のみ
ならず地域で活動できるような仕組みづ
くりのを検討を行う。
また、認定ヘルパーについては、市基準
訪問型サービスを提供する担い手として
活動できるよう、環境整備に努める。

53

生活支援体制整備
に係る地域活動支
援の充実

各地域包括支援センターに配置されてい
る生活支援コーディネーターが、住民の
方が行う高齢者の方のための地域資源立
ち上げや運営等について、各種情報提供
や相談等を受けます。

介護福祉
課

各包括の生活支援コーディネーターは、
地域資源立ち上げや運営等に関する研修
等に積極的に参加する。

生活支援コーディネーターに研修等の情
報提供をするとともに、コーディネー
ターは立ち上げを希望する住民等の情報
の収集を行い、対象者がいた場合には
コーディネーターの役割について説明な
どを行った。

Ｂ

地域の高齢者ニーズに基づいた地域資源
の立ち上げとなっているかの更なる検討
が必要なため。

生活支援コーディネーターに研修等の情
報提供をするとともに、コーディネー
ターは立ち上げを希望する住民等の情報
の収集を行い、対象者がいた場合には
コーディネーターの役割について説明す
るとともに、支援を実施する。

平成３０年度

事業の内容 担当課
番
号

事業名称
(☆新規項目)
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　３　地域の支え合いの輪の拡充
　（１）地域づくり・支え合いの輪の拡充
　①地域づくりの推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

54

日常生活圏域別地
域づくりの推進

生活支援体制整備事業第２層協議体にお
いて、市全体と各日常生活圏域の地域課
題を検討し、地域づくりを視野に入れた
介護予防、生活支援の推進を図ります。

介護福祉
課

２層協議体であがった地域の課題を生活
支援連絡会・協議体で検討し、介護予
防・生活支援の推進にむけた具体的取り
組みを調整していく。

第２層協議体であげられた課題のみなら
ず、コーディネーターの活動やさくら体
操の担当者の情報を活用し、さくら体操
自主グループの立ち上げなどの支援を実
施した。

Ｂ

地域の高齢者ニーズに基づいた地域資源
の立ち上げとなっているかの更なる検討
が必要なため。

引き続き、２層協議体であがった地域の
課題を生活支援連絡会・協議体で検討
し、介護予防・生活支援の推進にむけた
具体的取り組みを調整していく。

50

地域課題解決方法
の協議（地域ケア
会議）の充実
※本計画再掲

生活支援体制整備事業第１層・第２層協
議体および各日常生活圏域で行われる小
地域ケア会議で出された地域課題につい
て検討し、市全体で解決に向けて取り組
む必要がある課題については、市全体レ
ベルの地域ケア会議にて検討を行い、課
題を施策に反映します。

介護福祉
課

第1層、2層それぞれの生活支援事業協議
会及び各地域包括支援センターによる小
地域ケア会議を実施し、地域課題を抽出
し、市全体レベルの地域ケア会議で課題
の解決を図る。

各圏域ごとに小地域ケア会議を実施し、
地域課題を抽出したうえで、各圏域の共
通となる課題を設定し市レベルの地域ケ
ア会議で検討した。

Ｂ

市レベルでの検討に至ったものの、明確
な決定事項を出すことができなかったた
め。

自立支援・重度化防止に資する個別地域
ケア会議を充実し、地域のケアマネジメ
ント力や地域課題把握のの向上を図る。
小地域ケア会議・市レベルの地域ケア会
議を通じて政策課題が表出してくるよう
な会議運営を目指す。

55

☆地域の居場所づ
くり（カフェ、サ
ロン等）の実施

地域の居場所づくりについて、市内の地
域包括支援センター、社会福祉協議会、
介護事業所、市民団体、ＮＰＯ、医療機
関等と連携し、分析を行い、今後の地域
の居場所づくり（カフェ・サロン等）の
実施を進めます。
＜目標＞
地域の居場所を各圏域１つ以上の増設

介護福祉
課

生活支援連絡会等の場で生活支援コー
ディネーター・社会福祉協議会の地域福
祉コーディネーターと地域の状況を共有
し、地域の居場所づくり増設にむけて調
整していく。

生活支援連絡会に社会福祉協議会の地域
福祉コーディネーターに出席してもらい
情報や課題の共有を図った。

Ｂ

今後は情報の共有から、具体的な居場所
の増設に向けた取り組みの検討が必要と
なるため。

社会福祉協議会の地域福祉コーディネー
ターをはじめ、地域資源を把握している
機関等の確認と連携を進める。

平成３０年度

事業名称
(☆新規項目)

番
号

担当課事業の内容
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②ボランティア活動等の支援

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

12

さくら体操の推進
※本計画一部再掲

市内在学・在勤で講座終了後週１回程度
活動できる方を対象に、介護予防の基礎
知識を広く習得し、さくら体操の自主グ
ループで活動するボランティア（介護予
防リーダー）を養成する講座を年１回実
施します。
＜目標＞
介護予防リーダー養成　年１０人以上

介護福祉
課

さくら体操について、広く市民に参加、
関係者に案内してもらえるよう、市報・
ホームページ等に掲載するとともに、わ
かりやすいチラシを作成し、包括支援セ
ンター・リハビリテーション専門職等と
連携して周知を図る。
リハビリテーション専門職については、
引き続き会場を巡回してもらい、周知の
みならず参加者の機能向上のため助言を
求める。
関係機関にもさくら体操についてチラシ
を基に説明し、診療の中で紹介してもら
えるよう協力を求める。
今年度の介護予防ボランティア養成講座
受講者（１４人）がリーダーとして活動
できるよう、受講者と丁寧な関わりを持
ち、各会場につないでいく。

ホームページ等、またリハビリテーショ
ン専門職がイベントに参加し、さくら体
操の実演をするなど周知を実施。またリ
ハビリテーション専門職が会場を巡回し
参加者へ助言、また体力測定会にも参加
し適切な測定及び助言が行われた。
介護予防ボランティア養成講座受講者14
名中12名がリーダーとなり活動してい
る。

Ｂ

会場数は新たに増えた箇所もあったが
リーダーの体調不良や実施していた事業
所内の都合等により減った会場もあり、
47箇所となった。今後もさくら体操を広
く案内し、またリーダーをさらに養成
し、更なる推進を図る。

昨年度に引き続き、介護予防ボランティ
ア養成講座を実施し、リーダーを各会場
に配置する。
また、既存のリーダーたちに対しても、
研修事業やリハ職の巡回などにより、意
欲の向上に努めることができる機会の提
供を実施する。
会場の新規立ち上げ等の相談があれば、
包括支援センターの職員を中心にサポー
トし、会場数の増加を図り、既存会場の
充実及び新規会場の開設支援を実施し、
新規参加者数の増加を図る。

56

ボランティアセン
ターでの活動支援
の継続
※他計画再掲

社会福祉協議会にてボランティアセン
ターを設置し、ボランティア活動の情報
提供、活動支援を行います。

地域福祉
課

ボランティア活動・団体運営に関する相
談及び講座の企画運営、器材の貸出、市
民活動助成金、広報紙「ぼらんてぃあこ
がねい」の発行並びにホームページによ
る情報発信を行う。

ボランティア活動・団体運営に関する相
談及び講座の企画運営、器材の貸出、市
民活動助成金、広報紙「ぼらんてぃあこ
がねい」の発行並びにホームページによ
る情報発信を行った。

Ａ

ボランティア活動を活性化させるために
引続き情報発信をしていく必要があるた
め。

ボランティア活動・団体運営に関する相
談及び講座の企画運営、器材の貸出、市
民活動助成金、広報紙「ぼらんてぃあこ
がねい」の発行並びにホームページによ
る情報発信を行う。

平成３０年度

事業名称
(☆新規項目)

番
号

担当課事業の内容
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平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

57

介護支援ボラン
ティアポイント事
業の推進

６５歳以上の元気な高齢者の方を対象に
ボランティア活動を通じて、自身の健康
増進、介護予防および社会参加活動を推
進するための介護支援ボランティアポイ
ント事業について、より多くの方に参加
いただくとともに、参加事業所も増や
し、事業の拡充を図ります。
＜目標＞
登録者　４００人以上
参加事業所　３０事業所以上

介護福祉
課

新たに周知用のチラシを作り直し、広報
活動に使用していく。
前年度に引き続き新規登録者向けの事業
説明会及びイベントを行う。
受け入れ事業数を増やし、登録者の活動
場所の選択肢を増やすことで、登録者数
の増加をめざす。
チラシの設置を前年度同様に幅広い施設
（各種公共施設、小金井市商工会、市内
駅構内）に設置し、周知活動を行ってい
く。同時に、市から送付する介護保険証
等の郵便物にチラシを同封し、市民への
周知を進めていく。
他事業で行うイベントや会議に出向き事
業の周知を行う。
登録済みで活動実績のない方について
は、別途案内を送付し、活動を促してい
く。

登録者の増加に向けて、事業説明会や対
象者が参加しそうなイベント等での周知
活動を実施した。
参加事業所の増加に向けて、事業の説明
や協力依頼を行った。
登録者数と参加事業所も増加し、H31.3時
点でそれぞれ264人と31事業所となった。
また、登録者の活動を促すため。登録者
向けのイベントを開催し、活動に対する
意欲の醸成を図った。 Ｂ

目標に向けて、効果的に数字が伸ばせる
ような取り組みを検討し、実施していく
必要があるため。

登録者と参加事業所の増加に向けて、昨
年度の取り組みで効果のあったものにつ
いては引き続き実施し、見直しが必要な
ものは適宜改善を図る。

平成３０年度

番
号

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容 担当課
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「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

（２）高齢者の見守り支援の充実
　①行政による見守り支援

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

58

緊急通報システ
ム・火災安全シス
テム機器の貸与の
推進

６５歳以上のひとり暮らし、６５歳以上
のみ世帯（日中又は夜間のみ独居も可）
で、慢性疾患等で常時注意が必要な方
に、利用者の要望に応じ無線発報器等を
貸与します。

介護福祉
課

今年度においても、慢性疾患により常時
注意が必要な高齢者に対し、システムに
より、24時間見守りを行う。非常時にお
いて、警備会社、利用者間相互の連絡体
制により、重症化を未然に防ぐよう努め
る。また、火災安全システムについて
は、民間緊急通報システムに付帯する火
災センサーで対応していく。

無線発報器等貸与　７４件

Ａ

見守りの必要な高齢者に対し無線発報器
等の貸与を行ったため。

引き続き、慢性疾患により常時注意が必
要な高齢者に対し、システムにより、24
時間見守りを行う。非常時において、警
備会社、利用者間相互の連絡体制によ
り、重症化を未然に防ぐよう努める。ま
た、火災安全システムについては、民間
緊急通報システムに付帯する火災セン
サーで対応していく。

地域福祉
課

近隣住民・商店・医療機関などと協力し
本人をめぐるネットワークを民生委員と
構築し、見守り支援体制を整備してい
く。

民生委員の協力のもと、見守りのネット
ワークを構築し、見守り支援体制を整備
することができた。

Ｂ

民生委員の欠員の多さから、欠員地区を
カバーするするため各民生委員に係る負
担が大きくなっている。見守りの支援体
制を強化するためにも、民生委員の欠員
補充が急務である。

近隣住民・商店・医療機関などと協力し
本人をめぐるネットワークを民生委員と
構築し、見守り支援体制を整備してい
く。

介護福祉
課

毎年75歳・80歳の対象者を訪問して、一
人暮らし・高齢者のみ世帯など見守りを
必要とする方を把握し、近隣関係者とと
もに見守り支援のネットワーク体制を構
築する。
※見守りを要する方への訪問は必要に応
じて随時行う。

75歳・80歳の対象者を訪問して一人暮ら
し・高齢者のみ世帯など見守りを必要と
する方を把握し、近隣関係者とともに見
守り支援のネットワーク体制を構築し
た。

Ａ

例年通り、適切な訪問活動により、対象
者を把握することができたため。

例年通り、75歳・80歳の対象者を訪問し
て一人暮らし・高齢者のみ世帯など見守
りを必要とする方を把握し、近隣関係者
とともに見守り支援のネットワーク体制
を構築する。

平成３０年度

高齢者地域福祉
ネットワーク事業
の充実
※他計画再掲

番
号

事業名称
(☆新規項目)

担当課事業の内容

59

地域の相談役として市民の方と行政、関
係機関との橋渡しの役割を担う民生委員
が、対象者の方本人の意思確認の上作成
した、対象者の方本人の個人情報や家族
の方の緊急連絡先等が記載された個人票
をもとに、市が対象者の方の緊急連絡先
を把握し、必要に応じて、関係機関等へ
情報提供を行い、情報共有を図ること
で、高齢者の方の実態把握や見守り、支
援の協力体制をつくります。
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平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

60

高齢者見守り支援
事業の推進

ひと声訪問、友愛活動、高齢者福祉電話
の貸与により、ひとり暮らしの方等の安
否確認を推進します。
＜目標＞
友愛活動活動員　５人
友愛活動利用者数　１０人

介護福祉
課

超高齢社会の進展により、住み慣れた地
域に高齢者が安心して住み続けることへ
の対応が課題となっている中、ひと声訪
問（牛乳の配達）、友愛活動員の訪問、
高齢者福祉電話の給付をもって、高齢者
への見守りを行い、セーフティーネット
としての役割を果たす。
引き続き、ひと声訪問、友愛活動、高齢
者福祉電話の貸与により、ひとり暮らし
の方等の安否確認を推進する。

平成３０年度
ひと声訪問（牛乳の配達）２４，００７
本を２，０２７世帯に配達（本数・世帯
数ともに延べ）

友愛活動活動員　６人

友愛活動利用者数　１１人
　
高齢者福祉電話利用者数　１７人

Ａ

実施１年目にして目標を上回ることがで
きたため。
友愛活動以外のひと声訪問・高齢者福祉
電話の利用についても大きな課題はない
ため、引き続き推進していく。

引き続き、超高齢社会の進展により、住
み慣れた地域に高齢者が安心して住み続
けることへの対応として、ひと声訪問
（牛乳の配達）、友愛活動員の訪問、高
齢者福祉電話の給付をもって、高齢者へ
の見守りを行い、セーフティーネットと
しての役割を果たすこととする。また、
ひと声訪問、友愛活動、高齢者福祉電話
の貸与により、ひとり暮らしの方等の安
否確認を推進する。

61

避難行動要支援者
支援体制の充実
※他計画再掲

災害時等に自力で避難することが困難
で、家族の方等の支援を受けられない高
齢者の方等を「避難行動要支援者」とし
て、避難行動要支援者名簿を作成し、災
害に備えた地域の協力体制づくりのため
に必要な情報として、市の関係部署、消
防署、民生委員等関係機関と共有しま
す。
また、避難行動要支援者の方に対して、
地域の方に「支援者」となっていただ
き、見守りや安否確認、避難支援の体制
を整備し、安心して暮らせるまちづくり
をめざすためのモデル地区事業を実施し
ており、このモデル地区事業の推進を通
じ、支援体制のさらなる充実を図りま
す。

地域福祉
課

避難行動要支援者名簿を整備し、要支援
者情報の適切な管理を行い、関係機関、
地域の町会・自治会等と情報共有し、自
助・共助による支援体制の整備を図る。
１自治会と新たに避難行動要支援者名簿
の提供等に関する協定を締結するなど、
モデル地区事業実施を推進する。
モデル地区事業実施自治会連絡会を実施
するなど、避難行動要支援者支援事業の
啓発に努める。
　

避難行動要支援者名簿を整備し、要支援
者情報の適切な管理を行った。また、関
係機関、地域の町会・自治会等と情報共
有し、自助・共助による支援体制の整備
を図った。
名簿登録者1,857名（平成30年12月1日時
点）
モデル地区自治会連絡会を開催し、工夫
点、課題点を議論するなど自治会のヨコ
の連携強化を図った。

Ｂ

自治会と避難行動要支援者名簿提供等に
関する協定の締結を１件行い、モデル地
区自治会は７団体となった。引続き支援
体制の整備を図り、安心して暮らせるま
ちづくりを推進する必要があるため。

引続き関係機関、地域の町会・自治会等
と情報共有し、自助・共助による支援体
制の整備を図る。

平成３０年度

番
号

担当課
事業名称

(☆新規項目)
事業の内容
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　②地域のネットワーク

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

62

事業者との連携に
よる見守りの推進

地域から孤立しがちな高齢者の方が、安
心して暮らせる地域社会の構築のため
に、民間事業者等と連携し、見守りが必
要な高齢者の方の発見や安否確認に努め
ます。市内の商店等に協力を依頼し、見
守り協定をより地域性の高いものにしま
す。
＜目標＞
協定事業者数の増加

介護福祉
課

今年度も、民間事業者と協定締結を行
い、民間事業者の協力による緩やかな見
守り体制の構築に努める。

平成３０年度に協定を結んだ事業者数：
１５事業者

Ａ

増加数も多く、充分に目標を達成できた
ため。

引き続き、民間事業者と協定締結を行
い、民間事業者の協力による緩やかな見
守り体制の構築に努める。
また、今年度においては、初の試みとな
る協定締結事業者と本市の連絡会を開催
する予定となっている。

20

住民主体の活動の
推進
※本計画再掲

市および各地域包括支援センターに配置
されている生活支援コーディネーターが
中心となって、介護予防につながる活動
等に取り組むボランティアや市民団体
等、地域人材の発掘･連携に努めます。新
たに活動を始めたい方や団体に向けた
マッチング、立ち上げ支援、組織づく
り・拠点づくり支援等により、各圏域の
実情に合った住民主体の取り組みを試行
し、多様なサービスや通いの場づくりに
つなげていきます。
＜目標＞
住民主体の取り組みの試行　４圏域

介護福祉
課

生活支援コーディネーターが、各圏域で
２層協議体の開催や地域懇談会等に参加
している。各会議等で取り上げられた地
域の課題を生活支援連絡会で整理しなが
ら、どのような取り組みが必要か検討し
ていく。
検討の結果に基づき、各圏域で期待され
る住民主体の取り組みの試行につなげ
る。
また、地域住民主体の活動の場をまとめ
た冊子、「シニアのための地域とつなが
る応援ブック」の情報を更新するととも
に、見やすさの向上も図る。

第2層生活支援コーディネーターが活動や
2層協議体（小地域ケア会議）を通じて、
圏域の課題やニーズの把握に努めた。
また、それらの情報をを生活支援連絡会
で共有したり第1層協議体で整理すること
により、多様なサービスの必要性を検討
した。
「シニアのための地域とつながる応援
ブック」については、一部カラーにする
など、見やすさの向上を図った。

Ｂ

第1層コーディネーターの活動について、
欠員等により市としての方向性を示した
り、各圏域間の課題の調整などを進める
ことができなかったため。

第1、2層コーディネーターを中心に、地
域課題やニーズの把握に努め、生活支援
連絡会や協議体を通じて必要なサービス
の調整や地域資源の掘り出しを進める。

平成３０年度

番
号

事業の内容
事業名称

(☆新規項目)
担当課
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平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

63

見守り支援の協力
体制の検討

認知症高齢者の方の所在が不明になる
等、緊急時に地域福祉関係者等が中心と
なって、地域で捜索に協力できる見守り
支援の協力体制を検討するとともに、引
き続き、各関係機関との連携強化を図り
ます。

介護福祉
課

「高齢者地域福祉ネットワークに登録し
ている満75歳以上の一人暮らし高齢者、
満75歳以上の高齢者のみ世帯の高齢者、
要介護３から５の認定のある方」の情報
を地域福祉課へ提供し、協力体制の円滑
化を図る。

「高齢者地域福祉ネットワークに登録し
ている満75歳以上の一人暮らし高齢者、
満75歳以上の高齢者のみ世帯の高齢者、
要介護３から５の認定のある方」の情報
を地域福祉課へ提供した。

Ａ

事業対象の部分については、関係課と適
切な連携が図れているため。

「高齢者地域福祉ネットワークに登録し
ている満75歳以上の一人暮らし高齢者、
満75歳以上の高齢者のみ世帯の高齢者、
要介護３から５の認定のある方」の情報
を地域福祉課へ提供する。

平成３０年度

番
号

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容 担当課
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（３）権利擁護の充実
　①権利擁護事業の推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

介護福
祉課

経済課と連携し、市内高齢者に対して消
費者被害の防止を呼び掛けていく。ま
た、経済課で行う事業の周知について
は、小金井介護事業者連絡会との間に入
り、事業者に向けても情報を発信してい
く。

相談事例において、消費者被害が疑
われる場合などは、経済課消費生活
相談室と連携するよう、地域包括支
援センターへの周知に努めた。

Ｂ

相談窓口として、地域包括支援セン
ターとの情報共有等はできている
が、事業者等への情報発信の方法な
どについて不十分な部分があると思
われるため。

経済課と連携し、市内高齢者に対して消
費者被害の防止を呼び掛けていく。ま
た、経済課で行う事業の周知について
は、事業者に向けても情報が発信できる
方法を検討し、実施する。

経済課 高齢者消費者被害未然防止のため、見守
り協力者向けの消費者講座については継
続して実施。また、平成２９年度に実施
した、高齢者消費者被害等意識実態調査
を基に、見守り協力者向けの高齢者消費
者被害未然防止の手引きを作成し、見守
り協力者向けに講座等で活用方法につい
て周知・啓発し連携していく。

高齢者向け消費者被害をテーマとした消
費者講座を4回実施した（参加者47人）。
また高齢者あんしん見守りガイドをテキ
ストとして高齢者見守り協力者（民生委
員向け）の講座（参加者10人）、市内介
護事業所、介護福祉職員を対象にした講
座（参加者13人）をそれぞれ実施した。 Ｂ

高齢者向けの講座については、悪質商法
の手口や被害の状況など未然防止のため
の啓発・注意喚起を促した。また、見守
り協力者向けの講座の開講については被
害の事例や手口の方法をしっていただき
見守りポイントをお伝えすることができ
た。参加者数が少なかったため、講座の
開催目的、時期、対象者を含め検討する
余地はあるが、消費生活相談室の周知、
高齢者被害の未然防止のための啓発に繋
げることができた。

高齢者見守り協力者向けの講座につい
て、対象者を高齢者（見守り利用者）と
見守り協力者（包括支援センター、介護
事業所職員、民生委員等）が一緒に受講
可能な講座を開催していく。包括支援セ
ンターや介護施設等で実施される事業に
参加させていただき、利用者やその家
族、福祉施設関係職員向けに講座を実施
する。

65

福祉サービス苦情
調整委員制度の継
続
※他計画再掲

福祉サービスに対する市民の方からの苦
情に公平かつ適正に対応し、信頼性と福
祉の向上をめざすことを目的として設置
された福祉オンブズマン制度について周
知を図ります。

地域福祉
課

市報・ホームページにおける広報のほ
か、苦情処理の流れを示したリーフレッ
トを作成し、市内各施設に設置し周知を
図っていく。

市報・ホームページにおける広報のほ
か、苦情処理の流れを示したリーフレッ
トを市内各施設に設置し、周知を行っ
た。

Ａ

周知の結果、苦情相談等の件数は１０
件。事務局が対応して委員への相談に至
らなかった件数は２５件。委員の丁寧な
対応と適切なアドバイスにより、多くは
相談者の納得を得て終了している。
また、苦情ゼロを目指して、福祉部門を
始め各部の職員に対し委員が講師となっ
て研修を実施し、内部への制度周知と窓
口対応技術の向上を図った。

市報・ホームページにおける広報のほ
か、苦情処理の流れを示したリーフレッ
トを市内各施設に設置し、周知を図って
いく。

66

権利擁護センター
利用の推進
※他計画再掲

権利や財産を守ること等を目的とし、認
知症高齢者の方や要介護高齢者の方等で
判断能力に不安のある方に対し、成年後
見制度推進事業や地域福祉権利擁護事業
（日常生活自立支援事業）を行っている
権利擁護センターの利用の推進を図りま
す。

地域福祉
課

判断能力が不十分な方に権利や財産を守
ること等を目的として地域福祉権利擁護
事業（日常生活自立支援事業）や成年後
見制度を継続実施し、その方々の意思決
定等を支援する。また、権利擁護に関す
る相談を中心に、市民後見人の養成や成
年後見人を取り巻く環境の改善のための
ネットワークの構築、市民に広く成年後
見制度等を知っていただくための講演会
などを企画実施する。

生活保護受給者が金銭管理等の支援が必
要な場合は、権利擁護センターを紹介し
利用につなげた。受給者がセンターを利
用している場合は、その受給者について
センター職員と情報交換をし、協力して
支援を行った。成年後見制度の利用が必
要となった方の状況確認や、今後の方向
性についてセンター職員や他課と連携
し、支援の方策を検討した。
認知症のある高齢者や要介護高齢者の相
談業務を行い、日常生活自立支援事業の
利用へつなげた。特に成年後見制度を必
要とする認知症高齢者や虐待高齢者に対
し、必要に応じて、権利擁護センターの
持つ機能を紹介し、利用につなげること
ができ、より連携した対応が可能になっ
た。

Ａ

市と権利擁護センターで、日常的に密に
連携を取り、協力して支援を行った。

市民に対し必要な情報提供ができ、適切
に権利擁護センターとの連携協力体制が
できた。

判断能力が不十分な方に権利や財産を守
ること等を目的として地域福祉権利擁護
事業（日常生活自立支援事業）や成年後
見制度を継続実施し、その方々の意思決
定等を支援する。また、権利擁護に関す
る相談を中心に、市民後見人の養成や成
年後見人を取り巻く環境の改善のための
ネットワークの構築、市民に広く成年後
見制度等を知っていただくための講演会
などを企画実施する。

平成３０年度

番
号

事業の内容

64

消費者被害の防止
の推進

高齢者の方および高齢者の周囲の方（見
守り協力者の方）向けに消費者講座を開
催し、悪質商法の最新手口や対処法につ
いての周知や注意喚起を行います。ま
た、地域包括支援センター、介護サービ
ス事業所、市介護福祉課および消費生活
相談室等の関係機関が協力して情報共有
を含めた協力体制を促進し、高齢者の方
の消費者被害防止のための体制強化を図
ります。

事業名称
(☆新規項目)

担当課

32



「第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画」事業進捗状況評価表

　②高齢者虐待防止対策の推進

平成３０年度 令和元年度

事業予定 事業実績
事業
評価

評価の理由（必ずご記入ください。
Ｂ～Ｄ評価をしたものについては、
改善、検討を要する点や課題点、ま
た、未実施についてその理由を記載

してください。）

事業予定

67

高齢者虐待の防止 虐待を受けた高齢者の方を適切に保護す
るため、関係機関等と連携し、迅速な対
応ができる体制を整備します。また、
「小金井市高齢者虐待対応マニュアル」
を活用するほか、市民の方に対しても市
報等により、高齢者虐待についての啓発
や虐待対応窓口の周知を図ります。高齢
者虐待が疑われる場合は、必要に応じ
て、介護の必要な高齢者の方を一時的に
保護し、養護者の方に対しては、介護負
担軽減等の適切な支援を図ります。

介護福祉
課

平成２９年度に改定した小金井市高齢者
虐待対応関係者向けマニュアルを用い
て、関係機関に高齢者虐待への対応を周
知していく。また、高齢者虐待が疑われ
る場合は、必要に応じて、介護の必要な
高齢者の方を一時的に保護し、養護者の
方に対しては、介護負担軽減等の適切な
支援を図っていく。

虐待事例の対応や事例検討会の中で、高
齢者虐待、またその支援について、マ
ニュアルを用いて地域包括支援センター
職員と理解を深めることができ、その上
で市職員や地域包括支援センターが関係
機関と連携して対応した。介護保険に関
する刊行物の中に地域包括支援センター
の権利擁護業務について掲載し、高齢者
虐待の防止について広く啓発した。
虐待事例件数：75件
虐待事例検討会：年4回実施

Ｂ

高齢者虐待についてより広く市民の理解
を得るために引き続き啓発していくべき
である。今後も事例検討会を継続し地域
包括支援センター全体で知識を共有し対
応力の向上を図る必要があるため。

平成２９年度に改定した小金井市高齢者
虐待対応関係者向けマニュアルを用い
て、関係機関に高齢者虐待への対応を周
知していく。また、高齢者虐待が疑われ
る場合は、必要に応じて、介護の必要な
高齢者の方を一時的に保護し、養護者の
方に対しては、介護負担軽減等の適切な
支援を図っていく。

平成３０年度

番
号

事業名称
(☆新規項目)

事業の内容 担当課
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